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「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領j の策定について

労働安全衛生法（昭和 47年法律第日号。以下「t主j とし、う。）第 67条第1項に規定されている健康

管理手帳（以下「健康管理手帳」としづ。）の交付、書替え及び再交付等の手続については、「健康管理

手帳及び船員健康管理手帳交付等擦係事務取扱重要領jの策定について（平成25年9月 26日付け基発第

0926第5号）により、その取扱いを示してきたところである。

今般、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号。以下「行審法Jとし寸。）及び行審法に基づく手続

を定めた行政不服審査法施行令（平成 27年政令第 391号。以下「行審法施行令Jという。）が公布され、

平成 28年4月 1clから施行されることに伴い、健康管理手帳の交付拒否穿処分又は不作為に係る審査請

求関係業務等について、 )llj添のとおり健康管理手帳及び船員健巨匠管理手帳交付等関係事務取扱要領（以

下「事務取扱要領」としづ。）を一部改めたので、その運用に遺漏のないようにされたい。



)llj添

健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領

第 1 交付申請関係

1 申請書の受理

( 1 ）従事歴申告書の確認

健康管理手帳交付申請書には様式第1号による従事歴申告書が添付されていることを確認す

ること。なお、石綿業務（労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「令Jとしづ。）

第23条第11号）の申請においては、従事歴申告書（様式第1号）の「該当交付要件j にチェック

があることを権認すること。

( 2）従事膝を証する書類等の確認、

従事歴を証する書類等については、次によること。

ア ベンジジン等業務（令第23条第1号、第2号又は第12号）、クロム酸業務（令第23条第4号）、

枇素業務（令第23条第5号）、コーノレタール業務（令第23条第6珍）、ピス（クロロメチル）

エーテノレ業務（令第23条第7号）、ベンゾトリクロリド業務（令第23条第9号）、塩化ピニル

業務（令第23条第10号）、石綿業務（令第23条第11号） （令第23条第11号の業務（労働安全衛

生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」としづ。）第53条第 1項の表令第23条第11

号の業務（石綿等（令第6条第23号に規定する石綿等をし寸。以下同じ。）を製造し、又は取

り扱う業務に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合に限る。））及び

1, 2 ジクロロプロパン業務（令第23条第13号）の場合

（ア）様式第2号又は様式第3号により当該業務に申請者が継続して従事していたこと及び当

該業務に係る従事期間その他必婆な事項について事業者が記載した従事歴証明書（以下

「事業者証明書Jとしサ。）

（イ） （ア）の事業者証明書が得られず、又は不十分な場合は、様式第4号又は様式第5号に

よる当該業務に申請者が継続して従事していたこと及び当該業務に係る従事期間その他

必要な事項について本人が記載した従事歴申立書（以下「本人申立書」としづ。）及び様

式第6号又は様式第7号による当該業務に申請者が継続して従事していたこと及び当該

業務に係る従事期間その他必要な事項について当該業務に同時期に従事していた者2名

以上が記載した従事歴証明書（以下「同僚証明書j とし寸。）

（ウ） （イ）の同僚証明書が得られず、又は不十分な場合は、様式第5号に加えて、以下の書

類のうち、安衛則第53条第1項の表に掲げる交付要件（以下単に「交付要件j としづ。）

に柁当する従事歴を証明する 1種類以 kの書類

a 次のいずれかの書類

(a) 健康管理手帳の申請業務に係る特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第

39号。以下「特化則」とし、う。）に基づく特定化学物質健康診断個人票の写し又は

特定化学物質健康診断の本人への結果通知の写し

(b) 石綿障害予防規則J（平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則j としづ。）に

基づく石綿健康診断個人票の写し又は石綿健康診断の本人への結果通知の写し

b 社会保険の被保険者記録

C 給午明細の写し

d 雇用保険に係る証明書

e その他本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類

なお、以下の事項にも腐窓されたい。

・事業者証明書、本人申立書及び同僚証明書については、証明する期間において勤務し

た事業場及び業務ごとに提出すること。



－従事歴を証する書類等については、交付要件の従事歴に棺当する期間のすべての期間

について要すること。

（イ）及び（ウ）において「不十分な場合」とは、例えば雇用期間のみを証明し、申

請者が当該業務に従事していたか否かについては証明されていない場合等をいうこ

と。

イ 粉じん業務（令第23条第3号）の場合

じん肺法（昭和35年法律第30号）第14条第l項（第15条第3項、第16条第2項又は第16条の

2第2項において準用する場合を含む。）の決定通知書（以 Frじん肺管理区分決定通知書j

とし寸。）又は同法第14条第2項の通知書の写し

ウ ベリリウム業務（令第23条第8号）の場合

アに掲げる書類に加え、胸部エックス線直接嫌影又は特殊なエックス線撮影による写真（以

下「エックス線写真等」としづ。 j及び慢性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による

診断書（同様の記載のある特定化学物質健康診断個人票の写し又はじ向肺健康診断結果証明書

の写しでも可）

エ 石綿業務（令第23条11号の業務（安衛員u第53条第1項の表令第23条第11号の業務（石綿等（令

第6条第23号に規定する石綿等をし、う。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に限る。）

の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。））の場合

アに喝げる書類に加え、以下のいずれかの書類等

（ア） エックス線写真等及び石綿による不繋形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等の

ある医師による診断書（問様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診

断結果証明書の写しでも可。）

（イ） 管狸2以上のじん姉管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提

出されたじん肺健康診断結果証明書の写し

( 3 ）申請先の磯認

申請先は次のとおりであるので、申請先を誤っている場合には、本来の申請先に移送すること。

ア 離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、申請者が対象業務に従事した事業場（当該

事業場が2以上ある場合は最近時の事業場）の所在地を管轄する都道府県労働局（以下「所轄

局」とし、う。）

イ 離職の後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する都道府県

労働局（以下「住所地局」という。）

(4）申誇者の従事歴の確認

ア 申請者が、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の適用事業場以外の事業場におい

て有害業務に従事していた者（以下「労災保険の適用を受けない申請者Jとしづ。）であるか

否かを確認すること。

イ アの確認の結果、申請者が労災保険の適用を受けない申請者であるときは、次に掲げるとこ

ろによること。

（ア） 当該労災保険の適用を受けない申請者が、労働者災害補償保険法の適用事業場におい

ても布害業務に従事していたことの有無及び従事していたことがある場合には、その期

間を確認するこL この場合において、原則として、当該期聞が労働者災害補償保険法

の適用事業場以外の事業場において合害業務に従事した期間よりも長い場合には、その

者に係る健康診断費等の支払は、都道府県労働局長が行うこととすること。

（イ） 当該労災保険の適用を受けない申請者が、新規事業者（労働者災害補償保険法の適用

事業場以外の事業場に係る事業者で、その雇用していた労働者についてこれまでに健康

管理手帳が交付されたことがないものをいう。以下同じ。）に雇用されていた者である

ときは、その旨を遅滞なく厚生労働省；労働基準局労働衛生課（以下「厚生労働省労働衛

生課Jという）あて報告すること。なお、厚生労働省労働衛生課においては、当該報告



があったときは、当該新規事業者が地方公共団体である場合にあっては総務省に、地方

公共団体以外の者である場合にあっては関係省庁に、それぞ、れ必要な事項について連絡

を行う。

( 5）その他

離職の際の申請にあっては、事業者が申請事務を代行するよう指導すること。

2 申請書類等の審査

( 1 ）書面のみによる審査（ベリリウム業務及び石綿業務（令第23条第11号の業務（安衛則第53条第

1項の表令第23条第11号の業務（石綿等（令第6条第23号に規定する有綿等をし、う。以下同じ。）

を製造し、又は取り扱う業務に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を

除く。））以外の場合）

ア 事業場が現存し、事業者が申請者の当該業務への従事を肯定している場合

従事歴申告書（様式第1号）及びそれを証する事業者証明書の内容を確認し、交付要件を満

たすことを磯認した上で健康管理手l娠を交付すること。

イ 事業場は廃止されているものの、申請者が労働者として当該業務に従事していた当時の事業

者が申請者の当該業務への従事を宵定している場合

従事歴申告書（様式第 1号）及びそれを証する事業者証明書の内容を確認し、交付要件を満

たすことを確認した上で健康管理手様を交付すること。

ウ 事業者が申請者の当該業務への従事を否定し、若しくは不明である旨主張している場合、又

は事業場が廃止されているなどの理由により事業者証明書が得られない場合

（ア） 同僚が申請者の当該業務への従事を肯定している場合

従事歴申告書（様式第1号）並びにそれを証する同僚証明書及び本人申立書の内容を

確認し、交付要件を満たすことを確認した上で健康管理手帳を交付すること。

（イ） 同僚が申請者の当該業務への従事を不明である旨主張している場合又は同僚証明書が

得られない場合

a 本人申立書に 1の（ 2）のアの（ウ）に掲げる書類が交付婆件の従事歴に相当する期

間の全期間について添付され、かっ、本人申立書の内容とそれらの内容が一致している

場合には健康管理手帳を交付すること。

b aの場合を除き、本人申立書に 1の（ 2）のアの（ウ）に掲げる書類が添付されてい

る場合には、それらにより、当該事業場が存在していたこと及び申請者が雇用されてい

た期間を確認した上で、本人申立書の内容により、以下の条件を余て満たす等、当該業

務に継続的に従事していたと判断することが合理的である場合には健康管理手帳を交

付すること。

(a) 本人申立書の内容に記載不備や疑義がないこと。

(b) 事業者証明書、問僚証明書及び1の（ 2）のアの（ウ）の一部の書類を提出でき

ないことがやむを得ない理由によるものであること。

(c) 1の（ 2）のアの（ウ）により提出された書類の内容と本人申立書の内容が一致

してし、ること。

なお、その半IJ断が困難な場合には、必要に応じて本人に聴取調査を行うこと。

C 提出された事業者託明書又は同僚証明書をもって、申請者が"l該事業場に震刑されて

いたことが証明されるものの、当該業務への従事が確認でき一「、かっ、 lの（ 2 ）のア

の（ウ）に掲げる書類のいずれも提出されない場合には、 bとl百l慌の取被いとすること。

（ウ） 本人申立書のみが提出された場合

原則として健康管理手帳は交付しないこと。ただし、本人への聴取調査により、 1の

( 2）のアの（イ）及び（ウ）に掲げる書類を提出できないことがやむを得ない理由によ

るものであると考えられる場合には、厚生労働省労働衛生課に協議すること。



なお、以下の事項にも留意されたい。

a 「継続して従事していたことj とは、労働者が業務の常態として当該作業に引き京都、

て従事することをいうが、必ずしも労働日の全部について当該作業に従事するととを要

件とするものではないこと。判断が困難な場合には、厚生労働省労働衛生課に協議する

こと。

b 粉じん業務（令第23条第3号）の場合は、必要に応じ申請を受理した都道府県労働局

の保存書類との照合等により申詩内容を確認すること。

C 石綿等を製造し、又は取り扱う業務（以下「石綿直接業務j という。）の場合は、申

請者が従事した石綿業務の内容が交付要件を満たす作業か否かの判断に際しては、原則

として、 「石綿ばく露歴把握のための手引」 （平成18年10月石綿に関する健康管理等専

門家会議マニュアル作成部会作成。以下「手引Jという。）を用いて判断することとし、

手引の「 3.石綿関連写真集（ 1 ）石綿に関する作業 01～19高濃度ばく露、中等度

ばく露、事例報告の多い作業j （以下「手引に記載された石綿等を製造し、又は取り扱

う作業j とし寸。）に掲げられた職種であり、それぞれの職種について掲げられている

石綿製品を製造し、又は取り扱う作業を行っていた者については、石綿直接業務に従事

していた者に該当するものであるとと。ただし、申請者の業務内容が織業性の直接のば

く露に該当するものであることを確認、すること。また、安衛則第53条第1項の表令第23

条第11号の業務（石綿等（令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。）を製

造し、又は取り扱う業務に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当するか

否かの判断に際しては、申請者が当該業務に継続して従事していたことを併せて確認す

ること。なお、手引に記載された石綿等を製造し、又は取り扱う作業以外の業務などで

も、交付要件を満たす場合も想定されることから、その場合には厚生労働省労働衛生課

に確認すること。

d 令第23条第11号の業務（石綿直接業務を除く。以下「石綿周辺業務Jとしづ。）の場

合は、申請者が従事した石綿業務が石綿周辺業務に該当するか否かの判断に際しては、

石綿直接業務が行われた作業場において石綿直接業務以外の業務に継続的に従事して

いたか否かに基づき判断するとと。また、当該作業場は石綿則第15条（石綿則制定前に

おいては、特化目日第24条）により関係者以外の立入禁止措置を講ずべき場所とされてい

ることから、必要に応じ、申請者が関係者として当該立入禁止の作業場内で作業を行っ

ていたかを本人、事業者、同僚等から聞き取り調査で確認し、当時の作業施設の見取り

凶（作業環境測定の記録等を含む。）も参考にすること。なお、じん肺法施行規則（昭

和35年労働省令第6号。以下「じん肺則jという。）別表第24号に掲げる粉じん作業は、

石綿直接業務又は石綿周辺業務のいずれかに該当するため、じん肺法に蒸づく定期健康

診断を過去に受診していた者であって、石綿直接業務以外の業務に従事していた者は、

石綿周辺業務に従事していた者と判断して差し支えないこと。

( 2）エックス線写真等による審査（ベリリウム業務又は石綿業務（令第23条第11号の業務（安衛員IJ

第53条第1項の表令第23条第11号の業務（石綿等（令第6条第23号に規定する石綿等をし寸。以

下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当

する場合を除く。））の場合）

1の（ 2）のアにより提出された書類によりベリリウム業務又は石綿業務に従事していたこと

を確認した kで、ベリリウム業務については下記ア、石綿業務については下記イのことを確認す

ること。

アベリリウム業務

提出されたエックス線写真等におけるび慢性の結節性陰影の有無について、地方じん肺診査

医等専門的な知識を有する医師に確認を求め、これが認められること。

イ石綿業務

三一一一一ァコ



（ア） エックス線写真等の提出のあったものにあっては、地方じん姉診査医等専門的な知識

を有する医師に、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があ

ることの確認を求めること。

（イ） じん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の提出のあったものにあっ

どは、当該じん肺管狸区分が管理2以上であり、かっ、じん肺健康診断結果証明書の「4

エックス線写真の像j の欄の「イ 小陰影の区分」の不整形陰影の欄に1/0以上の記載

があるもの若しくは「ハ 付加記載事項j の欄中、 pl荷しくはplcの項目が選択されてい

ること。必要に応じ、じん肺管理iz:分決定を行った都道府県労働局の保存書類との照合

等により申請内容を確認すること。

3 健康管理手帳の作成等

( 1 ）健康管理手帳の作成及び交付

ア 2の審査の結果、交付要件を満たしているものについては、該当する種類の健康管理手帳（以

下「手帳Jとしづ。）の様式に申請者の氏名等の所要事項を記入して手帳を作成し、申請者に

交付すること。

なお、事業場に確認する等により、離職前直近の該当の健康診断結果を当該欄に記入すること。

イ アの場合において、労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳の交付を決定したときは、

平成25年 9月26日付け袋発0926第4号（以下「運営通達」とし寸。）様式第3号により遅滞な

く厚生労働省労働衛生諜あて報告すること。

ウ アの場合において、労災保険の適用を受けない申請者に交付する手帳については、運営通達

jjlj添4のとおり、その者に係る健康診断費’等を負但すべき事業者の名称を朱書きで記入するこ

と。

( 2）台帳及び交付簿の作成等

様式第8号による健康管理手帳台帳（以下「台帳j としづ。）及び様式第9号による健康管理

手帳交付簿（以下「交付簿J としづ。）を作成すること。

また、国土交通省、海事局船員政策課（以下「国土交通省船員政策課」という。）が船員健康管

理手帳所持者に係る健康管理手帳交付簿（以下「船員健康管理手帳交付簿」とし寸。） （氏名又

は住所の変更により船員健康管理手帳の書換えが行われた場合を含む。）を作成し、その写しを

厚生労働省労働衛生課あて送付することとなっているところ、これを厚生労働省労働衛生課から

船員健康管理手帳所持者の住所地を管轄する都道府県労働局あて送付するので、同交付簿に基づ

き、様式第8号による台帳を作成するとととし、両台帳については反別して管斑すること。なお、

書換えの場合については第2の2 ( 1)及び（ 2）によること。

手帳の番号（台帳及び交付簿においては「手帳交付需号j としづ。以下同じ。）は、穣類ごと

に日lj紙 1の番号を頭に一連番号とすること。また、労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳

を交付したときは、台帳及び交付簿の備考欄に、その者に係る健康診断費等を負担すべき事業青

の名称を記入すること。

fl 

4 手帳の交付の際の惜置

( 1 ）健康診断の受診の勧；＋；等

手帳の交付の際、 111請者（ ( 3 ）に掲げる者を除く。）に対し、所定の健康診断を受けるよう

勧告するとともに、申請者（ ( 3 ）にぬげる者を除く。）及び船員健康管理手帳所持者に対し、

健康診断の項同、回数、実施時期、健康診断を委託する医療機関（以 fl委託医療機関jとしづ。）

の所在地、 fJT定の健康診断度目の範囲内の検査については賞’用を負-fHする必要のないこと、委託

医療機関において受診すること、その他当該健康診断の受診に必要な事項を通知すること。

( 2）手帳の交付（石綿業務（安衛則第53条第 1項の表令第23条第11号）の場合に限る。）の際、健

康管理手帳交イ、Iに関する申請書類の審査における従事暦の確認方法と、労災保険の申誇時におけ



る従事歴の確認方法の違いを明らかにするため、申請者に対し、 「石綿健康管理手帳をお持ちの

方へ ～石綿ばく露作業従事歴の確認、方法について～J （別紙2）、 「石綿による疾病の認定基

準」及び配布文書一覧（別紙3）を配布すること。

( 3）労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳を交付するときは、当該者に対し、次に掲げる事

頃を説明すること。なお、ウについての説明は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成15年法律第58号）第4条の規定による利用目的の明示として行うものであること。

ア 健康診断の実施、健康診断費等の支払等については、当該者が有害業務に従事していた事：業

場に係る事業者が行うべきものであり、その方法は、運営通達見rJ添5の1の方法によるもので

あること。

イ 当該事業者が行う健康診断及びその受診旅費の請求に係る連絡先（当該事業者が新規事業者

である場合にあっては、これらの事項を追って説明する予定であること。）

ウ 手帳が交付されたことについて、当該事業者（当該事業者が地方公共団体である場合にあっ

ては、当該事業者及び総務省）に連絡する予定であること。

(4）労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用して

いた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者でないときは、当該交付の決定について遅

滞なく当該地方公共団体あて連絡すること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であると

きは、当該連絡は厚生労働省労働衛生課において行う。

( 5）労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用して

いた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者であるときは、次に掲げるととろによるこ

と。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、これらに相当する事項は厚生労働

省労働衛生諜において行う。

ア 別途厚生労働省労働衛生課から連絡する地方公共団体の連絡先に対し、健康管理手帳制度の

概要、健康管理手帳所持者で労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場において有害業

務に従事したことにより手帳を所持するに至ったもの（以下「労災保険の適用を受けない者」

としづ。）に係る取扱い等必要な事項を説明した上で、当該地方公共団体における健康管理手

帳所持者に対する健康診断の実施方法、健康診断費等の支払の方法等について、書面による情

報提供（当該書面の例として、運営通達別添5を参照）を求めること。

イ アの情報提供があったときは、遅滞なく厚生労働省労働衛生課あて報告寸一るとともに、（ 2) 

の手帳を交付した者に対し、 ( 2）のイに掲げる事項を説明すること。

( 6）台帳の移管等

ア 所轄局における事務処理等

申請が所轄局になされた場合において、申請者の住所が当該局の管内でないときは、台帳を

住所地局に移管すること。

なお、この場合にあっては、手帳の交付に当たって、申請者に対し、住所地局へ委託医療機

関について問い合わせるよう指導すること。

イ 住所地局における事務処理等

台帳の移管を受けた住所地局は、交付簿に記入するとともに、手帳の交付を受けた者に対し

て、当該局の委託医療機関の所夜地等を通知すること。

なお、手I阪の番号については住所地局における整患の都合上新しい番号を付けることは差し

支えないが、最初jの交付時の番号はそのまま残し、新！日両番号を併記すること。この場合、台

I帳及ひ余交｛寸簿への手帳交付番号の記載についても新旧両

5 手l帳の交付の拒f百
審査の結果、交付嬰件を満たさないことにより手帳の交付を行わない場合には、その旨を申請者に

対し書面により通知すること。

なお、この場合、行政手続法（平成5年法律第88号） J.の「許認可等を拒否する処分」を行うこと



となることから、拒否の理由も併せて通知すること。その具体的手続については、平成6年9月30日

付け基発策612号の記の第2の1の（4）によること。

また、交付拒否処分は、行審法に基づく審査請求の対象となるので、当該処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して 3か月以内に厚生労働大圧に対して審査請求をすることができる旨を当該

処分の通知に併せて記載すること。さらに、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第46条に基づ

き、取消訴訟の提起に関する事項を記載すること。

交付-le否処分の通知文については、別紙4を参考にすること0

6 添付資料の返還

ベリリウム業務又は石綿業務（令第23条第11号の業務（安衛員lj第53条第1項の表令第23条第11号の

業務 （石綿等（令第6条第23号に規定する石綿等をしづ。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務

に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。））に係る申請に添付され

たエックス線写真等については、手帳の交付又は交付拒否処分の通知に併せて申請者あて返還するこ

と。

7 事務処理の期間

申請書の審査・処理に要する標準処理期間は、平成11年3月31日付け基発第179号に基づき、原貝IJ

15日と定められているところであるが、書類審査において申請内容を確認するため又はベリリウム業

務若しくは石綿業務（令第23条第11号の業務（安衛則第53条第1項の表令第23条第ll号の業務（石綿

等（令第6条第23号に規定する石綿等をしづ。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務lこ限る。）

の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。））に係るものにあっては専門の医師

による確認を求めるため、審査に相当の期間を要すると見込まれるときには、申請者にその旨をあら

かじめ説明し理解を得るよう努めること。

なお、この場合においても申請から 1月以内に審査・処理を終えるよう極力努めること。

第2 書替え申請関係

1 申請書の受埋

手帳及び氏名又は住所の変更を証する市町村長の証明書が添付されてし、ることを確認すること。

なお、都道府県関の住所の変更の場合は、申請先は新住所を管轄する都道府県労働局であるととに

留意すること。

2 手帳への変更内容の記載等

( 1 ）氏名変更又は同一都道府県内の住所変吏の場合

ア手帳への記載

手帳に変更された氏名又は住所を記載すること。

イ 台帳及び交付簿への記載

申請の内容を依認の k記載し、備考欄に変更年月日を付記することυ

船員健康管理手帳については、第1の3の（ 2）により送付された船員健康管県手帳交付簿

に基づき、台帳に変更事項を記載し、備考欄に変更年月日を付記すること。

( 2）都道府県間の住所変更の場合

ア台帳の移管

i日住所を管轄する都道府県労働局に連絡し、台帳の移管を受けること。

船員健康管理手帳については、第 1の3の（ 2）により送付された船員健康管理手帳交付簿

に基づき、！日住所地を管轄する都道府県労働局に連絡し、台帳の移管を受けること。

イ 手帳、台帳及び交付簿への記載



手帳及び台帳に（ 1 ）のア及びイに準じて変更事項を記載するとともに、交付簿を作成する

こと。

なお、手帳の番号に関する取扱いについては、第1の4の（ 6）のイのなお書きによること。

また、船員健康管理手帳については、台帳の移管を受けた後、 ( 1 ）のイに準じて変更事項

を記載すること。

(3) (1）又は（ 2）の変更をした者が労災保険の適用を受けない者である場合において、当該者

を雇用していた事業者が地方公共団体であるときは、上記変更内容について都道府県労働局（都

道 府県間の住所変更の場合には、新住所を所轄する都道府県労働局）から遅滞なく当該地方公

共団体あて連絡すること。当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、上記変更内容につ

いて厚生労働省労働衛生課に報告すること。当該事業者に対する連絡は、厚生労働省労働衛生課

において行う。

3 手帳の返還等

変更事項を記載した手帳を申請者に返還するとともに、 2の（2〕の場合は、併せて委託医療機関

の所夜地等を申請者に通知すること。

第3 再交付申請等関係

1 再交付申請関係

( 1) 申請書の受理

手帳のま員傷の場合にあっては、損傷した手帳が添付されていることを確認すること。

( 2）手帳の作成等

手帳の番号は｜日番号とし、手帳の交付に準じて作成するとと。

また、交付簿の備考欄に再交付年月日を付記すること。

( 3）再交付の際の措置

申請者に対し、以後手帳を滅失又は損傷することのないよう注意喚起するとともに、手帳の滅

失の場合にあっては、滅失した手帳を発見したときは速やかに返還するよう併せて注意喚起する

こと。

2 手帳の返還関係

( 1 ）健康管理手帳所持者の死亡に伴う手帳の返還があった場合には、交付簿及び台帳の備考械にそ

の旨を記載すること。

船員健康管理手帳については、国土交通省船員政策課あて船員健康管理手帳の返還があった場

合、その旨の通知を同課から厚生労働省労働衛生課あてすることとなっており、その通知を受け

て厚生労働省労働衛生課より所轄都道府県労働局あて通知するので、それに基づき台帳の備考欄

にその旨を記載すること。

( 2）死亡した者が労災保険の適用を受けない者である場合において、当該者を雇用していた事業者

が地方公共同体であるときは、手帳が返還された事実について都道府県労働局から遅滞なく当該

地方公共団体あて連絡すること。当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、上記につい

て厚坐労働省労働衛生課に報告すること。当該事業者に対する連絡は、厚生労働す労働衛生課に

おいて行う。

3 手帳の健康診断結果の記載欄の満了に伴う措置

手l候所持者又は健康診断の実施に際して手帳所持者から手帳を預かった委託医療機関から、手帳の

健康診断結果の記載欄が満了した旨の申出があった場合には、申出のあった者から当該手帳を一旦回

収し、次の要領により新しい手l候と合本した手帳を作成の上、当該者に返還すること。



( 1 ）現在の手帳の裏表紙と新しい手帳の表表紙を問主主し、合本すること。

( 2）新しい手帳には、第1頁自の氏名、性別、生年月日及び住所を記入すること。

( 3）労災保険の適用を受けない者に関する手帳については、運営通達:iliJ添4のとおり、その者に係

る健康診断費等を負組すべき事業者の名称を朱書きで記入すること。

第4 手帳の交付拒否処分又は不作為に係る審査請求関係

1 行政不服審査法の内容

( 1 ）改正の概要

行審法ごは、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続を導入し、処分に関与しない織

員（審理員）が両者の主張を公平に審理し、有識者からなる第三者機関が大臣等（審査庁）の判

断をチェックすることとされた。

( 2）受理

行審法では、審査誇求の請求先について、原則として審査庁に対して直接、請求することとし

た（行審法第4条）が、処分庁又は不作為庁を経由して審査請求が行うことができることとされ

た（行審法第 21条）。

処分庁又は不作為庁は、審理員からの指示により弁明書を作成し、提出しなければならないと

ととなった（行審法第 29条）。

審煙員による審理手続において、審査請求人等の申し立てがあった場合には口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならないとされ（行審法第 31条第 1項）、その際には全ての審理関係人を

招集して行うとととされた（行審法第 31条第2項）。

( 3 ）弁明書

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとされた（行審

法第 29条第2項）。

原決定処分についての審査請求書に対する弁明書には、「処分の内容及び理由j を、不作為に

ついての審査請求書に対する弁明書には、「処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、

内容及び理由j を記載しなければならないとされた（行審法第 29条第3項）。

( 4）裁決後の処理

不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で当該不作為が違法又は不

当である旨を宣言し、不作為庁に対して当該処分をすべき旨を命ずることとされた（行審法第 49

条第3項）。

2 事務処理手順の改正の概要

現在、所轄局又は住所地局（以下、「局」という。）は、審査請求書及び証拠書類等を受理後、これ

に交付拒否処分（以下、 「処分Jとしづ。）の根拠となった専門家による審査結果又は書類審査にお

いて交付拒否処分となった具体的な根拠を添えて、遅滞なく厚生労働省労働衛生課に送付しているが、

三のたび、審理員制度が創設されたことに伴い、審耳主員から弁明書の提出要求がなされてから、処分

自寺の胸部エックス線写真の所見の記録等を基に弁明書を提出することとなること。

3 処分に係る審査請求の手順

( l ) 受理

ア 審査請求人から厚生J＇；’働省労働衛生課に、審査請求書及びエックス線写真等が提出されるこ

ととなるので、その際の受理事務は厚生労働省労働J衛生課において実施すること。

イ 審査請求書；等が局に提出された場合は、局が経由事務を担うこととなることυ 局は、干丁審法

第 19条に基づく審査請求書であるか、及び行審法第 :l2条に基っく j止処書類；；くは証拠物である

か等についての審査（請求方式、請求に係る処分の存在、審査請求人適格、請求期間、請求先）

を行い、下記ア）～，））の確認を行った上で、遅滞なく厚生労働省労働衛生課へ送付すること。

ア）局は、審査請求の受理に際しては、審査請求書ょに所要事項が記載されていること及び当該

審査請求が審査請求人が請求に係る処分があったことを知った日の翌日から 3か月以内に行

われたもの（行審法第 18条第1項）であることを確認すること。



イ）局は、審査請求を受理するに際し、審査請求人に対し、処分に係る申請の際に提出した関

係書類（エックス線写真等を含む。）が審査請求に係る審査に必要であることを説明の上、

これらの資料を併せて提出するよう指導すること。

ウ）審査請求に必要な書類が添付されていない場合は、揃えてから提出するよう審査請求人に

指導し、必要な書類が揃った段階で厚生労働省労働衛生課に送付すること。その際、別紙5

の審査請求チェックリストを活用すること。

ウ 局においては、審査請求書は、原則として様式第 10号によるものとするとと。あわせて、

当該審査請求事案が法第 67条に基づく処分に対するものであるという趣旨を踏まえて、「審査

請求の趣旨j欄に記載しておくべき内容についても十分説明すること。当該様式によらない場

合にも、当該審査請求書に示す所要の記載事項（行審法第 19条）を満たすよう必要に応じ補

正を求めること。

エ 局においては、審査請求に係る照会があった際には、審盗請求者の利便性の確保の観点から

可能な限り対応を行うこと。審査請求書が局経由で提出された場合には、行審法第 21条第3

項の規定に基づき、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付を確実に記録

すること。

オ行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査

請求人にエックス線写真等を郵送させ、氏名、生年月日等、エックス線写真に記載されている

情報を基に、審査請求人とエックス線写真に写っている者が同一であるかどうかの確認を行う

こと。

( 2) 審理員による審理

ア ベリリウム業務又は石綿業務（令第 23条第 11号の業務（安衛則第 53条第1項の表令第 23

条第 11号の業務（石綿等（令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。）を製造し、

又は取り扱う業務に限る。）の項第2号から第4弓ーまでのいずれかに該当する場合を除く。））

に係る審理（以下、「ベリリウム等の審理j としづ。）以外の場合

ア） 厚生労働省労働衛生諜は、（ 1 ）により提出又は局から送付された審査請求妻、添付書

類、物件をとりまとめ、審理員（厚生労働省大臣官房総務課職員）に当該案件に係る審査

請求書等を送付する。

イ） 審理員は、審奈請求書（副本）を局に送付し、弁明書の作成を命じるとともに、当該処

分に係る関係（証拠）書類の送付を依頼する。

ウ） 局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例（様式第 11号弁明書提出通知書の

添付書類の例）を参照すること。処分の恨拠となった専門家による審査結果又は書類審査

の鑑定の記録を基に、判断の根拠が審理員等に判るよう弁明書に記載すること。また、審

査請求書等に処分が違法又は不当であるととをE理由付ける具体的な内容が記載されている

場合には、処分が違法又は不当のいずれでもないことの根拠となる事実を「処分の内容及

び理由Jに記載するとと。弁明書については、審理員からの特段の指定がない限り、おお

よそ 2～ 3週間で提出すること。

エ） 審理員は、局から提出された弁明書を審査請求人に送付し、必要に応じて反論書等の提

出を受ける。

オ） 審現員は、下記イのウ）で得られた中央じん姉診査医等の鑑定結果並びにウ）及びエ）

の過程で揃った弁明書・反論書等を基に、必要に応じて口頭意見陳述の機会を設け、証拠

書類等や物件の提出要求、参考人の棟述や鑑定要求等を行い、審理を進めることから、局

において出席、テレビ会議等の対応を行うことがあることに留意すること。

カ） 審理員は、巾立て又は職権により、書類その他の物件の所持人に対し、提出期限をf、lし
て、物件の提出要求を行うことができるので、留意すること。

キ） 審理員は、審査誇求人又は参加人から、提出書類の閲覧又は写し等の交付の求めを受け

た場介は、交付を拒むことができる亙当な理由の有無の確認、提出書類等の提出人の意見

の聴取を経て、その実施について決定することに留意すること。

イ ベリリウム等の審理の場合は、上記ア）からキ）に加え、下記事項についても行うこと。

ア） 厚生労働省労働衛生課は、ベリワウム等の審理に際しては、診査側票を作成する。

イ） 審理令員は、ベリリウム等の審理にあたっては、中央じん肺診査医に、処分の娘拠となっ

たエックス線写真等の鑑定を依頼し、交付要件への該当の有無の確認を行う。



ウ） 厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診査監会を開催し、局から送付された審査請求書

等をもとに、当該処分に係る鑑定結果をとりまとめ、審理員に提供する。

( 3）審理員による審理員意見書等の作成

ア 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するとともに、審理手続を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を本省に提出する予定時期を審理関係者に通知

する。
イ 審理員は（ 2）のオ）の審理の結果に2毒づいて、審理員意見書及び事件記録を遅滞なく作成

し、厚生労働省労働衛生課へ速やかに提出する。

( 4）行政不服審査会への諮問・答申

ア 厚生労働省労働衛生課は、審理員意見書を基に、行政不服審査会に対する諮問案を作成し、

諮問手i売を行う。

イ 厚生労働省労働衛生課は、行政不服審査会から答申が得られれば、裁決の手続を行う。

( 5 ）厚生労働省労働衛生課における裁決

ア 厚生労働省労働衛生課は、行政不服審査会の答申に基づき、裁決を行う。

イ 裁決の結果、処分が取消となった場合には、局は、速やかに手帳の交付の手続をとること。

ウ 厚生労働省労働衛生課から審査請求人、参加入、都道府県労働局へ裁決書を送付するととも

に、（ 1 ）により任意提出されたエックス線写真等の資料については、裁決書の謄本の送付と併

せて本省から審査請求人に返還する。

エ 処分に係る審査請求の概婆はjjlj紙 6のとおりであること0

4 不作為にかかる審査請求の手順

( 1 ）受理

ア 審査請求人から厚生労働省労働衛生課に、審査誇求書等が提出されることとなるので、その

際の受理事務は厚生労働省労働衛生課において実施する。

イ 審査請求書等が局に提出された場合は、経由事務を担うこととなる。局は、行審法第 19条に

基づく審査請求書であるか、及び行審法第 32条に基づく証拠書類等であるか等についての審査

（請求方式、請求に係る不作為の存在、審査請求人適格、請求期間、請求先）を行い、遅滞な

く厚生労働省労働衛生課へ送付すること。この際、別紙5の審査請求チェックリストを活用す

ること。

ウ 局においては、審査請求書の様式は、様式第 10号によるよう指導すること。あわせて、審査

請求者が「どのような内容の不作為があると考えているのか」が明確に半ljるよう「審査請求の

趣旨」欄に記載するように十分に説明すること。

エ 局においては、審査請求に係る照会があった際には、審査請求者の利便性の確保の観点から

可能な限り対応を行うこと。審査請求書が局経由で提出された場合には、行審法第 21条第3項

の規定に基づき、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付を確実に記録す

ること。

オ 行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査

請求人に、その他の添付書類、物件の提出の予定がなし、かを確認し、ある場合は郵送するよう

指導すること。その上で審宣誇求人からエックス線写真が郵送されてきた場合には、氏名、生

年月日等、エックス線写真に記載されている情報を基に、審査請求人とエックス線写真に写っ

ている者が同一であるかどうかの確認を行うとと。

( 2 ）審理員による審理

ア ベリリウム等の審開以外の場合

ア） 厚生労働省労働衛生課は、（ 1 ）により提出又は局から送付された審査請求書、添付書類、

物件をとりまとめ、審理員（厚生労働省大臣官房総務課職員）に当該案件に係る審査請求

書等を送付する。

イ） 審理員は、審査請求書等を局に送付し、弁明書の作成を命じるとともに、不作為に係る

関係（証拠）書類の送Hを依頼する。

ウ） 局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例（様式第 11号弁明書提出通知書の

添付書類の例）を参照すること。「処分をしていない理由Jの記載に当たっては、当該申請

がどのような処理の段階にあるかといった審査の進行状況を明示し、審査に時間を要する



一－ －－ γ コ＇＇

事情が生じていれば当該事情を明らかにするなどして、処分をするまでに至っていない原

因となる事実を記載するとと。とのため、例えば「業務の頼鞍による遅延」といった抽象

的な記載は適当ではないこと。

エ） 「予定される処分の時期」とは、弁明書の提出日寺点における時間的な観点からの予定時

期であり、例えば、「標準処理期間どおりにいけば、 0月A日ぐらいであるが、本件の場合

は口日程度遅れる見込みJといった記載が考えられる。なお、「未定」等の予定時期を示さ

ない記載は可能な限り避けるべきであること。

オ） 「予定される処分の内容及び理由」とは、弁明書の提出時点において予定されている処

分の内容及び理由であり、 処分についての審査請求についての弁明書における 「処分の

内容及び理由」と同様に、審理員等が予定される処分の内容及び理由を明確に認識し得る

ものであることが必要であるが、いまだ処分をしていない段階であるため、審査の進行状

況等によっては、具体的に記載することが困難な場合も考えられる。このような場合は、

その時点でできる限り具体的な記載をすることが求められるが、状況により「内容及び理

由」を明示できない場合は、とれを明示できない理由を記載する必要がある。弁明書につ

いては、審理員からの特段の指定がない限り、おおよそ2～3週間で提出すること。

カ） なお、審理員から局あてに審査請求書の送付があり次第、弁明書の作成と並行して速や

かに当該審査誇求案件にかかる処理等を行うこと。ただし、鑑定が行えない正当な理由が

ある場合は、その理由を弁明書に明記し審理員に提出すること。

キ） 審査請求人から処分の審査に必要な物件として提出されてし、るエックス線写真について

は、地方じん肺診査医による鑑定を速やかに行う必要があるため、証拠物件として弁明書

に添付し厚生労働省労働衛生課へ提出する必要はないこと。また、イ）で審理員から送付

されたエックス線写真等は本省から審査請求人に返却するため、厚生労働省労働衛生課に

返送すること。

ク） 審理員は、局から提出された弁明書を審査議求人に送付し、必要に応じて反論番等の提

出を受ける。

ケ） 審理員は、カ）及びク）の過程で揃った弁明書・反論書等をもとに、必要に応じて口頭

意見陳述の機会を設け、証拠書類等や物件の提出要求、参考人の練述や鑑定要求等を行い、

審潟を進めることから、局において出席、テレビ会議等の対応を行うことがあることに留

意すること。

コ） 審理員は、申立て又は職権により、書類その他の物件の所持人に対し、提出期限を付し

て、物件の提出要求を行うことができるので、留意すること。

サ） 審理員は、審査請求人又は参加人から、提出書類の閲覧又は写し等の交付の求めを受け

た場合は、交付を拒むことができる正当な原由の有無の確認、提出書類等の提出人の意見

の聴取を経て、その実施について決定することに留意すること。

イ ベリリウム等の審理の場合は、上記ア）からサ）に加え、下記の地方じん』~－診査医による鍛

定等を行うこと。

ア） ベリリウム等の審理において、局は、当該審査請求があったことを地方じん肺診査医に

連絡し、定例又は臨時の地方じん肺診奈医会を開催すること。

イ） ベリリウム等の審理において、局は、審浬員から送付された審斎請求書等をとりまとめ

るとともに、地方じん肺診査医会を開催する。

ウ） 地方じん肺診査医は、審査請求書及びエックス線写真等（①健康管理手帳の交付申請の

為に、既に提山されており当該局に保管＇ Pのもの、②不作為に係る審査請求で新たに提出

されたもの）を基に、不作為に係る鑑定を行う。

エ） 局は、ウ）の結果をまとめ、審理員に提供する。

( 3）審理員による審埋員意見書等の作成

ア 審理員は、必要な審j埋を終えたと認めるときは、審理手続を終結するとともに、審理手続を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を厚生労働省労働衛生課に提出する予定時期を審

月関係者に通知する。

イ 審理員は（ 2）のアのケ）で得られた心証を踏まえ、かっ（ 2）のイのウ）で得られた鍛定

結果に基づいて、審理員意見書及び事件記録を遅滞なく作成し、厚生労働省労働衛生課へ速や

かに提出する。



( 4）行政不服審査会への諮問・答申

ア厚生労働省労働衛生課は、審理員意見書を基に、行政不服審査会に対する諮問案を作成し、

諮問手品売を行う。

イ 厚生労働省労働衛生課は、行政不服審査会から答申が得られれば、裁決の手続を行う。

( 5）厚生労働省労働衛生課における裁決

ア 厚生労働省労働衛生課は、（4）イの答申に基づき、裁決を行う。この場合において、厚生労

働省労働衛生課が、不作為が不当である旨を宣言するときは、局に対し、健康管理手帳の交付

又は不交付決定を行うべき旨を命ずる。

イ 厚生労働省労働衛生課から審査請求人、参加入、都道府県労働局へ裁決書を送付するととも

に、審査請求人へ証拠書類等やエックス線写真等を返還する。

( 6 ）局における裁決の履行

ア 局は、裁決に基づき健康管潔手帳の交付又は不交付決定を行し、審査請求人に対し、通知する。

なお、（ 2）のアのカ）のとおり、裁決を待たず原処分の手続きを進め、その決定を行うことは

差し支えない。

イ 不作為にかかる審査請求の手順の概要は別紙7のとおりであること。



日lj紙 1

都道府県名 整理番号 都道府県名 整理番号

北海道 01 福間 40 

青森 02 佐賀 41 

岩手 03 長崎 42 

宮城 04 熊本 43 

秋田 05 大分 44 

山形 06 宮崎 45 

福島 。7 鹿児島 46 

茨城 08 沖縄 47 

栃木 09 

群馬 10 

埼玉 11 

千葉 12 

東京 13 

神奈川 14 

新潟 15 

富山 16 

石川 17 

福井 18 

山梨 19 

長野 20 

岐阜 21 

静岡 22 

愛知 23 

三重 24 

滋賀 25 

京都 26 

大阪 27 

兵庫 28 

奈良 29 

和歌山 30 

鳥取 31 

島根 32 

［；＇司山 33 

広島 34 

山口 35 

徳島 36 

香川 37 

愛媛 38 

高知 39 



jjlj永氏2

石綿健康管理手帳をお持ちの方へ

～ 石綿ばく露作業従事歴の確認方法について ～ 

石綿健康管理手帳の交付に当たっては、手帳の交付重要件である一定の石綿ばく露作業従事歴の確認に

ついて、主に

－事業主の証明書

－同僚労働者の証明書

・その他ご本人に関する関係書類

により行っています。

一方、石綿による疾患（注）を発症し、労災請求をされた場合には、労働基準監管箸において、石綿

ばく露作業従事歴等を調査の上、労災認定基準に基づいて、業務上の疾病に該当するか否かを判断して

います。

このため、石綿健康管埋手帳を交付された方であっても、労災請求をされた場合には、石綿ばく露作

業従事期間、石綿ばく露作業の内容、取扱い材料等の詳細について、労災請求をされたご本人及び事業

主等の関係者から聴取等の調査をさせていただくこととなりますことをど承知おきください。

（注）石綿による疾患・・・石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

なお、健康管理手帳に関する詳細については都道府県労働局（健康安全課又は健康課）に、労災請求

に関する詳細については最寄りの労働基準監督署に、それぞれお間し、合わせください。

厚生労働省JJ’働基準局

都道府県労働局 労働法準敗督署
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別紙3

以下の 1～4が同封されているかご確認ください。

1 健康管理手帳

2 石綿健康管理手帳をお持ちの方へ

～ 石綿ばく露作業従事歴の確認方法について

3 「石綿による疾病の認定基準」

,4 （その他各局から配布するものがあればタイトノレを記入）

同封されていない場合は各都道府県労働局にお問い合わせください。
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0000殿

番 号

年月日

000労働局長

健康管理手帳不交付決定通知書

平成O年O月O日付けをもって本職あて申請のあった に係る健康管理

手帳交付申請は、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 67条第1項の規定に基づく労働安全衛

生規則（日目和 47年労働省令第 32号）第 53条第 1項の表に掲げる下記の業務又は要件に該当しないた

め、健康管理手帳を交付しないことを決定したので通知します。

なお、この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3

ヶ月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます（決定のあった日から 1年を経過した

場合を除きます。）。

この決定に対する取消訴訟については、凶を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣と

なります。）、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6ヶ月以内に提起することができま

す（決定があった日から 1年を経過した場合を除きます。）。ただし、決定があったことを知った日の翌

日から起算して 3ヶ月以内に審査請求をした場合には、決定の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決

の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起しなければなりません（裁決があった日から 1

年を経過した場合を除きます。）。

記

例 1 労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号）第 23条第 11号の業務（石綿等（令第

6条第 23号に規定する石綿等をしづ。以下向じ。）を製造し、：又は取り扱う業務に限る。）

例 2 令第 23条第 11号の業務（石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。）

例3 労働安全衛生規則第 53条第1項の表令第 23条第 11号の業務（石綿等（令第6条第 23号

に規定する石綿等をし寸。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に限る。）の項第1

号から第4号まで

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は冶綿による胸膜肥厚があること。

四

例4 労働J安全衛生規則第 53条第1項のき壁令第23条第 li号の業務（石綿等（令第6条第 23号

に規定する石綿等をし、う。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に限る。） の項第2

号から第4号まで

二石綿等（令第6条第 23号に規定する石綿等をし寸。以下向じ。）の製造作業、石綿

等が使用されてしも保温材、耐火被獲材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿

等の吹イ寸けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作

業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。）に1年以上従事した経験を有し、か

っ、初めて右綿等の粉じんにばく露した日から 10年以上を経過していること。

四

例5 労働安全衛生規則第 53条第 1項の表令第 23条第 11診の業務 c二出品等を製造し、又は取

りJ救う業務を除く。）の項に掲げる要件

両目市里子に石綿による不整形陰影があり、又はイう綿による胸膜肥厚があることロ

例6 労働安全衛生規則第 53条第1項の表令第 23条第8号の業務の項に掲げる嬰件

両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
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審査請求チェックリスト

1 法令により審査請求人からの提出が義務づけられているもの

書類 留主主すべき項目 留意点 確認、

審査請求書 審査請求人の氏 代浬人による申請のときは、代理人の氏名等と審査請

名及び住所又は 求人の氏名等の両方が記入されていることを確認す

居所 る。

処分を受けた者 労働者または労働者で、あった者の氏名等が記入されて

の氏名及び住所 いることを確認する。

又l土居所

審査請求の趣旨 処分決定に係る審査請求の場合、「健康管理手I候不交付

（処分決定に係 決定の取消を求める」旨が記入しである事を確認する。

る審査請求の場 （記入例）

合） 平成O年ム月口日付けで××労働局長の行った健康管

理手帳不交付決定を取り消し、健康管理手I援を交付す

るよう求める。

審査請求の趣旨 不作為に係る審査請求の場合、どのような内容の不作

（不作為に係る 為と考えているのかが記入されている事を確認する。

審査請求の場 （記入例）

合） 平成O年ム月口日付けで××労働局長に提出した健康

管理手帳交付申請について、速やかに健康管理手帳交

付の処分を行うよう求める。

処分庁の教示 必ず「有j になっているととを確認する。

（教示内容記入例）

処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か

月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をするととが

できる。

添付資料 添付した資料が申請書に記載した数量があるかを礁認

する。

審査請求日欄 処分後3か月以内の日付けて、あることを確認する。

2 場合によって審査請求人が提出する必要がある書類（例）

書類 留意点 確認

X線フィノレム 名前、 E付、枚数等の確認、本人のものであること、また、原決定の

根拠となったものが全て添付されているか礁認、する。

C T写真 フィルム、光学デ、イスクともに、本人のものであることを確認するこ

とρ

また、光学ディスクの場合には、コンヒ。ューターウイルス等の感染が

ないこ止が確認されたものであること。

委任状 審査請求人が代理人の時は必ず添付されていることを確認する。



3 場合によって、事実関係の確認のため地方局が提出する必要があるもの（弁明書及びその綬拠書類）

書類 儲；言点 確認

地方じん肺 エックス線写真やCT写真について、地方じん肺診査医等の専門的な知

診査医等の 識を有する医師が礁認した結果がわかる書類。

確認結果 （確認結果には、読影したX線写真が特定できるよう、撮影年月日が明

記され、判断理由が具体的に記載されていることが望ましい。）

健康管理手 原決定に係るものの写し（不作為に係る審査請求の場合は不要）

帳不交付決

定通知書

健康管現手 原決定に係るものの写し

帳交付申請

書

その他 その他、現決定の判断にあたり必要な重要書類
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様式第 1号

ふりがな 性月lj 生年月日

氏名 男 女 年 月 日

T 

住所

該当交付要件（石綿業務の申請に限る） 1. 石綿等を製造し、又は取り扱う業務

) a 「胸部所見」

右記の交付要件で該当すると思われるも ) b「従事燈J

のにOを1つ付けてください。 ) C 「絢部所見J、「従事歴Jの両方

( 1 のclこOがある場合、胸部所見及び

従事歴の両方の審査を行い、交付・不交付 2 石綿等を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務

の決定通知をお送りします。） 「胸部所見j

職歴（申請している健康管理手帳に係る業務の職歴を記載してください。）

従事期間 事業場の名称と所在地 従事した業務

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

玉三 年内 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

ヨE 年 月 日

自 年 月 日

ヨ5. 年ゐ 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

従事暦申告書（健康管理手帳交付申請書添付用）

上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日

申請者 回



様式第2号

従事厩証明書（事業者記載用）（石綿以外）

（健康管理手帳の種類

ふりがな

申請者氏名

態入年月日 年 月 日

① 事業場の主な業務内容

② 申請者の健康管理手帳に係る具体的な業

務内容

③②に記載された業務への従事期間
年

④ ③に記載された従事期間における②に記

載された業務の頻度

⑤③に記載された従事期間における特定化
有

学物質健康診断の実施状況

⑥備考欄

（貴事業場の名称が合併・分社化等により変

更され、申請者が②の業務に従事していた時

期の事業場の名称と異なる場合は、事業場の

iG革等を記載してください。）

と記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日

証明者（事業者）事業場の名称

所在地

代表者

離職年月日

月～ 年

無 ． 

年 月 日

月

年 ヶ月）

不明

回

（注意） 事業者が証明する業務内容が複数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。
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様式第3-l手

従事歴証明書（事業者記載用）（石綿）

ふりがな

巾請者氏名

原入年月日 年 月 日 離職年月日 年 月 日

①事業場の主な業務内容

② 申請者の石綿に係る具体的な業務内容

1 石綿等を製造し、又は取り扱う業務

）石綿等の製造作業

）石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等

の張付け、補修若しくは除去の作業

）石綿等の吹付けの作業

）石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解

体、

③②に記載された業務に該当する右記の業 破砕等の作業

務の種類にOを1つ付けてください。 ）上記以外の石綿等を取り扱う作業

2. 石綿等を製造し、又は取り扱う業務の周辺業務

）石綿を製造し、又は取り扱う作業場内における

1 以外の作業

3 その他

) 1 及び2. 以外の作業

③②に記載された業務への従事期間
年 月～ 年 月

年 ヶ月）

⑤④に記載された従事期間における②に記

載された業務の頻度

⑤④に記載された従事期間における石綿健
有 生正 ． 不明

康診断の実施状況

⑦④に記載された従事期間における石綿に
有 ． 無 不明

係るじん肺健康診断の実施状況

⑧ 備考欄

（貴事業場の名称が合併・分社化等により変

更され、申請者が②の業務に従事していた時

期の事業場の名称と異なる場合l土、事業場の

沿前等を記載してください。）

上記のとおり相違ありません。

平成年月 日

証明者（事業者）事業場の名称

所イ生地

代表者

（？主意），事業者が証明する業務内容が複数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。

白



様式第4号

従事歴申立書（本人記載用）（石綿以外）

（健康管理手帳の種類

① 事業場名

② 事業場所在地

③ ①に記載された事業場における申請者

の健康管理手帳に係る具体的な業務内容（詳

細に記載してください。）

④ ①に記載された事業場における特定化
有 無 不明

学物質健康診断実施の有無

⑤ ③に記載された業務への従事期間 年 月～ 年 月

年 ヶ月）

⑥ ⑤に記載された従事期間における③に

記載された業務の頻度

⑦ ②に記載された業務への従事に関して、 ) 1事業者の証明書

右記の書類がある場合にはOを付けてくだ ) 2同僚の証明書

さい。（※ 右記の「 3健康診断結果」とは ) 3健康診断結果（※）

特定化学物質健康診断個人票又は本人への ) 4社会保険の被保険者記録

結果通知を指す。） ) 5給与明細

) 6雇用保険に係る証明書

) 7その他（

③ ⑦において 1が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。

⑨ ⑦において 2が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。

⑬ ⑦において 3～7の書類》2、⑤に記載さ

れた従事期間の 部について得られた場合

には、残りの期間について 3～7の書類が得

られない理由を記載してください。

上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日

氏名 Fド

（注i蛍） 事業場及び業務毎に申立書を作成してください。



様式第5号

従事歴申立書（本人記載用）（石綿）

① 事業主号名

② 事業場所在地

③ ①に記載された事業場における申請者

の石綿に係る具体的な業務内容（詳細に記載

してください。）

④ ①に記載された事業場における石綿健
有 知E 不明

康診断実施の有無

I，石綿等を製造し、又は取り扱う業務

）石綿等の製造作業

）石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等

⑤ ③に記載された業務に該当する右記の の張付け、補修若しくは除去の作業

業務の種類lこOを1つ付けてください。 ）石綿等の吹付けの作業

）石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解

体、破昨等の作業

）上記以外の石綿等を取り被う作業

2. 石綿等を製造し、l 又は取り扱う作業の周辺業務

）石綿等を製造し、又は取り扱う作業場内におけ

るl. 以外の作業

⑥③に記載された業務への従事場開 年 月～ 年 月

年 ヶ月）

⑦ ⑥に記載された従事期間における③に

記載された業務の頻度

③③に記載された業務への従事に関して、
) 1事業者の証明書

右記の書類がある場合にはOを付けてくだ
) 2同僚の証明書

さい。（※ 右記の「 3健康診断結果Jとは
) 3健康診断結果（※）

石綿健康診断倒人票若しくは石綿に係るじ
) 4社会保険の被保険者記録

ん肺健康診断結果証明書又は本人への結果
) 5給与明細

通知lを指す。）
) 6雇用保険に係る証明書

) 7その他（

⑨ ⑧において 1が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。

⑩ ⑧において 2が得られない場合にはそ

の理由を記載してください。

⑪⑧において 3～7の書類が、⑥に記載さ

れた従事期間のー部について得られた場合

には、残りの期間について 3～7の書類が得

られない理由を記載してください。

上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日
氏名 回

（注意） 事業場及び業務毎に申立書を作成してください。



十羨式第6号

従事歴証明書（同僚記載用）（石綿以外）

（健康管現手帳の種類．

ふりがな

申請者氏名

申誇者との関係

事業場名。

① 申請者が健康管理手 所在地

帳に係る業務に従事した

事業場名、所在地、主な 上記事業場の存続の状況 （ 存続 ． 廃止 不明 ） 

業務内容等 事業場の主な業務内容

② 申請者の健康管理手

帳に係る具体的な業務内

容

③ ②に記載された業務 年 月～ 年 月

への従事期間 年 ヶ月）

④ ③に記載された従事

期間における②に記載さ

れた業務の頻度

⑤ 証明者（同僚）の健
有 （手帳の種類 無

康管浬手帳の所持の有無

上記のとおり相違ありません。

平成 年 月 日

証明者（同僚） 住所

氏名。 旦
（注意）．同僚が証明する業務内容が復数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。



様式第7号

従事歴証明書（同僚記載用）（石綿）

ふりがな

申請者氏名

申請者との関係

事業場名

① 申請者が石綿業務に
所在地：

従事した事業場名、所在
上記事業場の存続の状況 （存続 廃止 不明 ） ． 

地、主な業務内容等
事業場の主な業務内容．

② 申請者の石綿に係る

具体的な業務内容

1. 石綿等を製造し、又は取り扱う業務

）石綿等の製造作業

）石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若し

③ ②に記載された業務 くは除去の作業

に該当する右記の業務の ）石綿等の吹付けの作業

種類にOを1つ付けてく ）石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業

ださい。 ）上記以外の石綿等を取り扱う作業

2 石綿等を製造し、又は取り扱う作業の周辺業務

）石綿等を製造し、又は取り扱う作業場内における 1 以外の作業

④ ②に記載された業務 年 月～ 年 月

への従事期間 年 ヶ月）

⑤ ④に記載された従事

期間における②に記載さ

れた業務の頻度

⑥ 証明者（同僚）の石

綿健康管理手帳の所持の 有 ． 主E

有無

上記のとおり棺違ありません。

平成 年 月 日

証明者（同僚） 住所

氏名：

（注意） 同僚が証明する業務内容が複数の場合には、業務毎に証明書を作成してください。

回



様式第8号

健康管理手帳台帳

種類 ！手帳交付番考 交付年月日

（ふりがな）

氏 名
生年月日 性別 男・女

本 籍

電話
住 所

電話

健

康 備

ヨ日ニ今ア

断

実

方面

状

況

年

月 考

日

1 「種類jの欄は労働安全衛生法施行令第 23条各号の業務を次のように略記すること。なお、船員

健康管理手帳制度における業務については、「船員じん肺J又は「船員石綿Jと記入すること。

第1号の業務「ベンジ、ンンj 第9号の業務「ベンゾトリクロリドj

第2号の業務 iベータ ナフチルアミン」 第 10号の業務｜塩化ビニル」

第3号の業務「じん肺J 第 11号の業務「石綿直接業務（胸部所見）」

第4号、の業務「クロム酸等」 若しくは「石綿直媛業務（従事暦）」

第5号の業務「枇素」 又は「石綿周辺業務J
第6号の業務 Iコーノレタールj 第 12号の業務「ジアニシジンj

第7号の業務 Iピス（クロロメチル）工ーテノレj 第 13号の業務「 1, 2 ジクロロプロパン」

第8号の業務「ベリリウム」

2 書林えXI土再交付を行った場合は、備考欄にその旨記入すること。



様式第9号

（ふりがな）

手帳交付 氏 名

番 号 生年月日

＋生 日IJ

年月

男・女

年月

男・女

年月

男・女

年月

男・女

年 月

男・女

日生

日生

日生

日生

日生

健康管理手帳交付簿

（種類

本籍地 住 所
交付年月

日

1 「種類」は、労働安全衛生法施行令第 23条各号の業務を次のように略記すること。

第1号の業務「ベンジジンj 第日号の業務「ベンゾトリクロリド」

第2号の業務「ベータ ナフチノレアミン」 第 10号の業務「塩化ビニル」

第3号の業務「じん肺」 第 11号の業務「石綿直銭業務伺向部所見）J 

備考

第4号の業務「クロム酸等」 若しくは「石綿直嬢業務（従事歴）J又

は I石綿周辺業務J

第5号の業務「枇素」 第 12号の業務「ジアニシジン」

第6号の業務「コーノレターノレ」 第 13号の業務「 1' 2ージクロロプロパン」

第7号の業務「ビス（クロロメチノレ）エーテル」

第8号の業務「ベリリウムj

2 「備考」の欄は、書称え等を行った場合に、その年月円、内容等を簡単に記入すること。



様式第 IO号

審査請求書

審査請求人の氏名及び住所又は居所
氏名 住所等干

(TEL) 

審査請求に係る処分を受けた者の
氏名 住所等

氏名及び住所又は居所
ア

(TEL) 

口健康管理手帳の交付拒否

審査請求に係る処分 口不作為行為

口その他（

審査請求に係る処分をした

都道府県労働局長
労働局長

審査請求に係る処分のあった年月日 平成 年 月 日

審査請求に係る処分のあったことを
平成 年 月

知った年月日
日

審査請求の趣旨

審査請求の理由

処分庁の教示の有無及び内容
有 ・無

その他（添付書類等）

平成 年 月 日

審査請求人氏名 ドロ

厚生労働大臣 殿

備考 1の欄は、 It.人、その他の社団又は財団の代表者若しくは管朗人、総代又は代理人によって審

査請求する場合には、その住所、氏名及び年齢を記載すること。



様式第 11号弁明書提出通知書

審理員 0000 殿

弁明書の提出について

（文書番号）

平成O年O月O日

（処分庁等） 00 00 宵印

平成O年O月O日付け（文書番号）をもって提出要求のあった、 （審査請求人）から提起された（処

分庁）が行った00に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求

（事件名・事件番号がある場合はこれらを記載）に対する弁明書等を、行政不服審査法（平成26年法

律第68号）第29条第5項の規定により、下記のとおり提出いたします。

記

1 弁明書正副O通（別添）

2添付書類 0000 1通（日lj添1) 

ムムムム 1通（別添2)

なお、提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人又は参加人

が閲覧等を行うことは、 0000については差し支えないが、ムLLムについては・・・により、

認めるべきではない。ただし、ムムムムのうち、口口口口に関する箇所（別添3参照）を除いた

部分については、閲覧等を行うことは差し支えない。 （注）

（注） この文は添付書類の閲覧等に対する露見の内容に沿って適宜変更されたい。



参考様式伊u（様式第 11号 弁明書提出通知書の添付書類の例）［手帳の交付拒否処分の場合1

1 審査請求に係る申請者及び内容

( 1 ）申誇者氏名 00 00 
( 2）申請者住所 00県00市00町00喬地

( 3）決定内容健康管理手帳の交付拒否処分

2 審査請求の趣旨

0000（氏名）は、平成00年00月00目、労働安全衛生士完則第 53条第3項の規定に基づき、

00労働局長に自らに対する健康管理手帳の交付に関する申請を行った。

この申請に対して00労働局長は、平成00年00月00日付00号をもって、 0000（氏名）

に対する健康管理手帳の交付を、労働安全衛生規則第 53条第1項に定める健康管理手帳交付要件を

満たさないため拒否した。

0000 （氏名）は、この処分に不服があるとして、 00労働局長の交付拒否処分の取り消しを求

める審査請求を厚生労働大臣に行ったもの。

3 処分の内容及び理自

決定内容健康管理手帳の交付拒否処分

胸部エックス線写真平成00年00月00日撮影（0枚）

C T写真 平成00年00月0013撮影（0枚）

0000 （氏名）の石綿作業に従事した期間が健康管理手帳の交付要件を満たさないため、平成0
0年00月00日に開催された地方じん肺診査医会の審査時に、 00労働局の担当官から、 0000
（氏名）に係る職歴等の説明を行い、胸部エックス線写真及びCT写真の審査が行われた結果、（右

肺野上部に00が見られたが、）両肺野に石綿による不整形陰影がなく、石綿による胸膜肥厚もなか

った。

以上のことから、 0000（氏名）は、健康管理手帳の交付要件をいずれも満たさないため、健康

管現手帳の交付を拒否したものである。

［閲覧等に対する意見］

000については、開示を認める。



参考様式例（様式第 11号弁明書提出通知書の耐寸書類の例）［刊長の交イ寸の不｛乍為の場合］

1 審査請求に係る申請者及び内務

( 1 ）申請者氏名 00 00 
( 2）申請者住所 00県00市00町00番地

( 3）不作為内容健康管理手帳の未交付

2 審査請求の趣旨

0000（氏名）は、平成00年00月00cl，労働安全衛生規則第 53条第3項の規定に基づき、

00労働局長に自らに対する健康管理手帳の交付に関する申請を行った。

この申請に対して00労働局長は、平成00年00月00日現在、健康管深手帳の交付に関寸る決

定を行っていない。

0000 （氏名）は、この対応が不作為に当たるとして、審査請求を厚生労働J大臣に行ったものO

3 不作為の内察及び理由

処分をしていない理由 地方じん肺診査医によるエックス線写真等による審査において、

確認すべき事項があったため、まだ健康管理手帳の交付の可否を

決定’できていないため。

予定される処分の時期 標準処理期間どおりにいけばO月ム日ぐらいであるが、本件の場

合は白日程度遅れる見込み。

予定される処分の内容及び理由 標準エックス線フィノレムと胸部エックス線写真とを比較読影し、

さらにCT写真を読影したところ、右肺野上部に00が見られた。

本病変について、慎重な検討が必要であり、現時点では交付できる

かどうかは不明である。

［閲覧等に対する意見］

000については、開示を認める。



「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定について（新旧対照表）

改正後 改正前

健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領（抄） 健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領（抄）

第1 交付申誇関係 第 l 交付申請関係

3 健康管理手帳の作成等 3 健康管理手帳の作成等

( 1 ）健康管理手帳の作成及び交付 ( 1 ）健康管理手帳の作成及び交付

ア 2の審査の結果、交付要件を満たしているものについては、該当 ア 2の審査の結果、交付要件を満たしでいるものについては、該当

する種類の健康管理手帳（以下「手帳j とし寸。）の様式に申請者の する種類の健康管理手帳（以下「手帳」という。）の様式に申請者の

氏名等の所要事項を記入して手帳を作成し申請者に交付すること。 氏名等の所要事項を記入して手帳を作成し、申請者に交付すること。

なお、事業場に確認する等により、離職前直近の該当の健康診断 なお、事業場に確認する等により、離職前直近の該当の健康診断

結果を当該欄に記入すること。 結果を当該欄に記入すること。

（削除） また、昭和47年9月18日付け基発第601号の 1の記の第2の34の

( 2）による手帳の「職歴j の頁への交付対象者の平均賃金の記入

については、提出された資料により確認、された場合に行えば足りる

こと。

イ アの場合において、労災保険の適用を受けない申誇者に対し手帳 イ アの場合において、労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳

の交付を決定したときは、平成25年9月初日付け基発0926第4号 の交付を決定したときは、平成21年12月14日付け基発12141室3号（以

（以下「運営通達」という。）様式第3号により遅滞なく厚生労働省 下「運営通達」という。）様式第3号により遅滞なく厚生労働省労働

労働衛生課あて報告すること。 衛生課あて報告するニと。

第2 書替え申請関係 第2 書替え申請関係

2 手帳への変更内容の記載等 2 手帳への変更内容の記載等

( 2）都道府県間の住所変更の場合 ( 2）都道府県問の住所変更の場合

イ 手帳、台帳及び交付簿への記載 イ 手帳、台帳及び交付簿への記載

手帳及び台帳に（ 1 ）のア及びイに準じて変更事項を記載すると 手緩及び台帳に（ 1 ）のア及びイに準じて変更事項を記載すると

1 



ともに、交付簿を作成すること。 ともに、交付簿を作成すること。

なお、手帳の番号に関する取扱いについては、第 1の4の（ 6 ）の なお、手帳の番号に関する取扱いについては、第1の4の（ 5）の

イのなお喜きによることロ イのなお書きによること。

また、船員健康管理手帳については、台帳の移管を受けた後、 ( 1 ) また、船員健康管理手帳については、台帳の移管を受けた後、 ( 1 ) 

のイに準じて変更事項を記載すること。 のイに準じて変更事項を記載すること。

第4 手帳の交付拒否処分又は不作為に係る審査請求関係 第4 手帳の交付拒否処分に係る審査請求関係

1 行政不服審査i去の内容 1 審査請求の受理等

( 1 ）改正の概要 ( 1 ）審査請求書の様式

行審法では、審理員による審理手続、第＝者機関への諮問手続を導 塞査請求は、原員IJとして様式第10号によるものとし、当該様式に

入し、処分に関与しない職員（審理員）が両者の主張を公平に審理し、 よらない場合にも、当該審査請求書に示す所要の記載事項（行政不服

有識者からなる第二者機関が大臣等（査査庁）の判断をチェックする 審査法第15条）を満たすよう必要に応じ補正を求めること。

こととされた。 ( 2）審査請求の受理

( 2）受理 査査請求は、処分庁（都道府県労働局。以下「局Jという。）を経

行審法では、審査請求の請求先について、原則として牽査庁に対し 由して行うよう指導するとと。

て直接、請求することとした（行審法第4条）が、処分庁又は不作為 ( 3）審査請求書受理時の確認

庁を経由して審査請求が行うことができることとされた（行審法第 21 局は、蜜査請求の受理に際しては、査査請求書に所要事項が記載

金h_ されていること及び当該審資請求が審査請求人が当該処分があった

処分庁又は不作為庁は、審理員からの指示により弁明書を作成し、 ことを知った日の翌日から60日以内に行われたもの（行政不服審査

提出しなければならないこととなった（行審法第 29条） 0 法第14条第l項）であることを確認すること。

審理員による審理手続において、牽査請求人等の申し立てがあった (4）証拠書類等の任意提出（行政不服塞査法第26条）の指導

場合には口頭で意見を述べる機会を与えなければならないとされ（行 局は、 it査請求を受理するに際し、審査請求人に対し、交付拒否

審法第 31条第 1項）、その際には全ての牽理関係人を招集して行うこ 処分に係る申請の際に提出した関係書類（エックス線写真等を含

ととされた（行筆法第 31条第2項）。 む。）が牽査請求に係る牽査に必要であることを説明の上、これらの

( 3 ）弁明書 資料を併せて提出するよう指導すること。

2 



2 

3 

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を

求めるものとされた（行審法第 29条第2項L

原決定処分についての審査請求書に対する弁明書には、「処分の内

容及び理由」を、不作為についての審査請求書に対する弁明書には、

「処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理

を記載しなければならないとされた（行審法第 29条第3項）門白

( 4）裁決後の処理

不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決

で当該不作為が違法又は不当である旨を宣言し、不作為庁に対して当

該処分をすべき旨を命ずることとされた（行審法第 49条第3項）。

事務処理手順の改王の概要

現在、所轄局又は住所地局（以下、「局iとし寸 C ）は、審査請求書及び

証拠書類等を受理後、これに交付拒否処分（以下、 「処分！とし寸門）の

根拠となった専門家による審査結果又は書類審査において交付拒否処分

となった具体的な根拠を添えて、遅滞なく厚生労働省労働衛生課に送付し

ているが、このたび、審理員制度が創設されたことに伴い、審理員から弁

明書の揮出要求がなされてから、処分時の胸部エックス線写真の所見の記

録等を基に弁明書を提出することとなることの

処分に係る審査請求の手順

( 1 ) 

ア

こf

呈翠

審査請求人から厚生労働省労働衛生課に、審査誇求書及びエック

ス線写真等が提出されることとなるので、その際の受理事務は厚生

労働省労働衛生課において実施すること。

審査請求書等が局に提出された場合は、局が経由事務を担うこと

2 

3 

4 

3 

( 5 ）審査請求書等の審査庁（厚生労働省）への送付

局は、審査請求書及び証拠書類等を受理後、これに交付拒否処分

の根拠となった専門家による審査結果又は書類審査において交付拒

否処分となった具体的な根拠を添えて、遅滞なく厚生労働省へ送付

すること C （行政不服審査法第33条第l項）

審理及び裁決（行政不服審査法第25条、第40条）

厚生労働省は、上記1により送付された審査請求書及び添付書類、物件等

によって審理を行い、審理結果に基づき裁決を行った上で、裁決書の謄本

を審査請求人及び局に送付するn

なお、ベリリウム業務又は石綿業務（令第23条第11号の業務（安衛則第53

条第l項の表令第二十三条第十 号の業務（石綿等（令第六条第二十三号に

規定する石綿等をしづ。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に隈る0 ) 

の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く 0 ) ）に係る審理

に際しては、中央じん肺診査医等専門的な知識を有する医師に、原処分の

根拠となったエックス線写真等の読影を依頼し、交付要件への該当の有無

2盗室主丘L

裁決に伴う措置

裁決の結果、原処分（交付拒否処分）が取消となった場合には、都道府県

労働局は、速やかに手帳の交付の手続をとることの

任意提出資料の返還（行政不服審査法第44条）

1の（4）により任意提出されたエックス線写真等の資料については、

裁決書の謄本の送付と併せて厚生労働省から審査請求人に返還する n



となること。局は、行筆法第 19条に基づく審査請求書であるか、 5 その他

及び行審法第 32条に基づく証拠書類又は証拠物であるか等につい 1の（ 5）により局から提出された資料は、審査請求人の閲覧請求の対

ての審査（請求方式、請求に係る処分の存在、審査請求人適格、請 象となるので留意すること 0 （行政不服審査法第33条第2項）

求期間、請求先）を行い、下記ア）～ウ）の確認を行った上で、遅 なお、手帳の交付拒否処分に係る歪査請求処理の流れは)31J紙5のとおりで

滞なく厚生労働省労働衛生課へ送付すること。 ある。

ア）局は、査査請求の受理に際しては、審査請求書に所要事項が記

載されている v と及び当該審査請求が奪査請求人が請求に係る処

分があったことを知った日の翌日から 3か月以内に行われたもの

（行審法第 18条第1項）であることを確認すること。

イ）局は、審査請求を受理するに際し、 I査請求人に対し、処分に

係る申請の際に提出した関係書類（エックス線写真等を含む。）

が筆査請求に係る審査に必要であることを説明の上、これらの資

料を併せて提出するよう指導することc

ウ）牽査請求に必要な書類が添付されていない場合は、揃えてから

提出するよう査査請求人に指導し、必要な書類が揃った段階で厚

生労働省労働衛生課に送付すること。その際、別紙5の筆査請求

チェックリストを活用すること。

ウ 局においては、牽査請求書は、原則として様式第 10号によるも

のとすること。あわせて、当該審査請求事室が法第 67条に基づく

処分に対するものであるという趣旨を踏まえて、「蓋査請求の趣旨」

欄に記載しておくべき内容についても十分説明すること。当該様式

によらない場合にも、当該審査請求書に示す所要の記載事項（行審

法第 19条）を満たすよう必要に応じ補正を求めることn

エ 局においては、室査請求に係る照会があった際には、牽査請求者

の利便性の確保の観点から可能な取り対応を行うこと。査査請求書

が局経由で提出された場合には、行霊法第 21条第3項の規定lこ基

4 



づき、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付

を確実に記録すること n

オ行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審杏

請求がされた場合には、審査請求人にエックス線写真等を郵送さ

せ、氏名、生年月日等、エックス線写真に記載されている情報を基

に、審査請求人とエックス線写真に写っている者が同一であるかど

うかの確認を行うこと n

( 2) 審理員による審理

ア ベリリウム業務又は石綿業務（令第 23条第 11号の業務（安衛則

第 53条第1項の表令第 23条第 11号の業務（石綿等（令第6条第

23号に規定する石綿等をしづ。以下向じ。）を製造し、又は取り扱

う業務に限る。）の項第2号から第4号までのいずれかに該当する

場合を除く。）) iこ係る審理（以下、「ベリリウム等の審理iとし寸門）

ぷ盆2量企

ア） 厚生労働省労働衛生課は、（ 1 ）により提出又は局から送付

された審査請求書、添付書類、物件をとりまとめ、審理員（厚

生労働省大臣官房総務課職員）に当該案件に係る審査請求書等

之丞位主ゑ♀

イ） 審理員は、審査請求書（副本）を局に送付し、弁明書の作成

を命じるとともに、当該処分に係る閣係（証拠）書類の送付を

盆盟主ゑι

ウ） 局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例（様式第

11号弁明書擦出涌知書の添付書類の例）を参照すること。処

分の根拠となった専門家による審査結果又は書類審査の鑑定の

記録を基に、判断の根拠が審理員等に判るよう弁明書に記載す

ること。また、審査請求書等に処分が違法又は不当であること

5 



を理由付ける具体的な内容が記載されている場合には、処分が

違法又は不当のいずれでもないことの根拠となる事実を「処分

の内容及び理由」に記載すること。弁明書については、蚤理員

からの特段の指定がない限り、おおよそ2～3週間で提出する

こと。

エ） 審浬員は、局から提出された弁明書を審査請求人に送付し、

必要に応じて反論書等の提出を受ける。

オ） I'理員は、下記イのウ）で得られた中央じん肺診査医等の鑑

定結果並びにウ）及びエ）の過程で揃った弁明書・反論書等を

基に、必要に応じて口頭意見陳述の機会を設け、証拠書類等や

物件の提出要求、参考人の陳述や鑑定要求等を行い、筆理を進

めることから、局において出席、テレビ会議等の対応を行うこ

とがあることに留意すること。

カ） 査理員は、申立て又は職権により、書類その他の物件の所持

人に対し、提出期限を付して、物件の提出要求を行うことがで

きるので、留意すること。

キ） 牽理員は、審査請求人又は参加入から、提出書類の閲覧又は

写し等の交付の求めを受けた場合は、交付を拒むことができる

正当な理由の有無の確認、提出書類等の提出人の意見の聴取を

経て、その実施について決定することに留意すること。

イ ベりリウム等の審理の場合は、上記ア）からキ）に加え、下記事

項についても行うこと。

ア） 厚生労働省労働衛生課は、ベリリウム等の筆理に際しては、

診査個票を作成するc

イ） I理員は、ベリリウム等の塞理にあたっては、中央じん肺診

査医に、処分の根拠となったエックス線写真等の鑑定を依頼し、

6 



交付要件への該当の有無の確認を行うの

ウ） 厚生労働省労働衛生課は、中央じん姉診査医会を開催し、局

から送付された審査請求書等をもとに、当該処分に係る鑑定結

果をとりまとめ、審理員に提供する。

( 3 ）審理員による審理員意見書等の作成

ア 審理局は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結

するとともに、審理手続を終結した旨設びに審理員煮見書及び事件

記録を本省に提出する予定時期を審理関係者に通知する内

イ 審理員は（ 2）のオ）の審理の結果に基づいて、審理員意見書及

び事件記録を浮i帯なく作成し、厚生労働省労働衛生課へ速やかに提

出主ゑι

(4）行政不服審査会への諮問・答申

ア 厚生労働省労働衛生課は、審理員意見書を基に、行政不服審査会

に対する諮問案を作成し、諮問手続を行ふ

イ 厚生労働省労働衛生課は、行政不服審査会から答申が得られれば、

裁決の手続を行う。

( 5）厚生労働省労働衛生課における裁決

ア 厚生労働省労働衛生課は、行政不服審査会の答申に基づき、裁決

生丘三ι

イ 裁決の結果、処分が取消となった場合には、局は、速やかに手帳

の交付の手続をとることハ

ウ 厚生労働省労働衛生課から審査請求人、参加入、都道府県労働局

へ裁決書を送付するとともに、（ 1 ）により任意提出されたエックス

線写真等の資料については、裁決書の謄本の送付と併せて本省から

審査誇求人に返還するの

エ処分に係る審査請求の概要は£1j紙 6のとおりであることn

7 



4 不作為にかかる審査請求の手順

_Ll_l_三塁

ア 審査請求人から厚生労働省労働衛生課に、審査請求書等が提出さ

れることとなるので、その際の受理事務は厚生労働省労働衛生課に

おいて実施する P

イ 審査請求書等が局に提出された場合は、経由事務を担うこととな

るn 局は、行審法第四条に基づく審査請求書であるか、及tf'J審法

第 32条に基づく証拠書類等であるか等についての審査（請求方式、

請求に係る不作為の存在、審査請求人適格、誇求期間、請求先）を

行い、遅滞なく厚生労働省労働衛生課へ送付することのこの際、日lj

紙 5の審査請求チェックリストを活用十ること門

ウ 局においては、審査請求書の様式は、様式第 10号によるよう指導

すること n あわせて、審査請求者が「どのような内容の不作為があ

ると考えているのか」が明確に判るよう「審査請求の趣旨j 欄に記

載するように十分に説明すること内

エ 局においては、審査請求に係る照会があった際には、審査請求者

の利便性の確保の観点から可能な限り対応を行うことハ審査請求書

が局経由で提出された場合には、行審法第 21条第3項の規定に某づ

き、その提出された日が審査請求の提起日となるので、その日付を

確実に記録すること戸

オ 行審法施行令第4条第4項の電子情報処理組織を使用して審査請

求がされた場合には、審査請求人に、その他の添付書類、物件の提

出の予定がなし、かを確認し、ある場合は郵送するよう指導すること n

その上で審査請求人からエックス線写真が郵送されてきた場合に

は、氏名、生年月日等、エックス線写真に記載されている情報を基
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に、審査請求人とエックス線写真に写っている者が同一であるかど

うかの存在認を行うこと n

( 2）審理員による審理

アベリりウム等の審理以外の場合

ア） 厚生労働省労働衛生課は、（ 1 ）により提出又は局から送付さ

れた審査請求書、添付書類、物件をとりまとめ、審理員（厚生

労働省大臣官房総務課職員）に当該案件に係る審査請求書等を

送ι主ゑι

イ） 審理員は、審査請求書等を局に送付し、弁明書の作成を命じ

るとともに、不作為に係る関係（証拠）書類の送付を依頼する門

ウ） 局においては、弁明書の提出に際して、参考様式例（様式第

11号弁明書提出通知書の添付書類の例）を参照すること門「処

分をしていない理由」の記載に当たっては、当該申請がどのよ

うな処理の段階にあるかといった審査の進行状況を明示し、審

査に時間を要する事情が生じていれば当該事情を明らかにする

などして、処分をするまでに至っていない原因となる事実を記

載すること。このため、例えば「業務の晦較による遅延｜とい

った抽象的な記載は滴当ではないこと門

エ） 「予定される処分の時期｜とは、弁明書の提出時点における

オi

時間的な観点からの予定時期であり、例えば、「標準処理期間ど

おりにいけば、。月ム日ぐらいであるが、ヌドイ牛の場合は口日程

度葬れる見込み｜といった記載が考えられるハなお、「未定｜等

の予定日寺期を示さない記載は可能な限り避けるべきであるこ

よι

「予定される処分の内容及び理由j とは、弁明書の提出日寺点

において予定されている処分の内容及び理向であり、処分につ

9 



いての審査請求についての弁明書における 「処分の内容及び理

由」と同様に、筆理員等が予定される処分の内容及び理由を明

確に認識し得るものであることが必要であるが、いまだ処分を

していない段階であるため、 1r査の進行状況等によっては、具

体的に記載することが困難な場合も考えられる。このような場

合は、その時点でできる限り具体的な記載をすることが求めら

れるが、状況により「内容及び理由」を明示できない場合は、

これを明示できない理由を記載する必要がある。弁明書につい

ては、審理員からの特段の指定がない限り、おおよそ2～3週

問で提出すること。

カ） なお、審理員から局あてに審査請求書の送付があり次第、弁

明書の作成と並行して速やかに当該審査請求案件にかかる処理

等を行うこと。ただし、鑑定が行えない正当な理由がある場合

は、その理由を弁明書に明記し牽理員に提出することc

キ） 塞査請求人から処分の蚤査に必要な物件として提出されてい

るエックス線写真については、地方じん姉診査医による鑑定を

速やかに行う必要があるため、証拠物件として弁明書に添付し

厚生労働省労働衛生課へ提出する必要はないこと。また、イ）

で審理負から送付されたエックス線写真等は本省から審査請求

人に返却するため、厚生労働省労働衛生課に返送すること。

ク） 審理員は、局から提出された弁明書を査査請求人に送付し、

必要に応じて反論書等の提出を受ける。

ケ） 塞理員は、カ）及びク）の過程で揃った弁明書・反論書等を

もとに、必要に応じて口頭意見陳述の機会を設け、証拠書類等

や物件の提出要求、参考人の陳述や鑑定要求等を行い、審理を

進めることから、局において出席、テレビ会議等の対応を行う

10 
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ことがあることに留意することの

審理員は、申立て又は職権により、書類その他の物件の所持

人に対し、提出期限を付して、物件の提出要求を行うことがで

きるので、留意すること n

審理員は、審査請求人又は参加入から、提出書類の閲覧又は

写し等の交付の求めを受けた場合は、交付を拒むことができる

正当な理由の有無の確認、提出書類等の提出人の煮見の聴取を

経て、その実施について決定することに留意することの

ベリリウム等の審理の場合は、上記ア）からサ）に加え、下記の

地方じん肺診査医による鑑定等を行うこと n

ア） ベリリウム等の審理において、局は、当該審査誇求があった

ことを地方じん肺診査医にi車絡し、定例又は臨時の地方じん肺

診査医会を開催することの

イ） ベリリウム等の審理において、局は、審理員から送付された

審査請求書等をとりまとめるとともに、地方じん肺診査医会を

盟盤工ゑ♀ー

ワ） 地方じん肺診査医は、審査請求書及びエックス線写真等（①

健康管理手帳の交付申請の為に、既に提出されており当該局に

保管中のもの、②不作為に係る審査請求で新たに提出されたも

の）を基に、不作為に係る鑑定を行う n

エ） 屑は、ウ）の結果をまとめ、審理員に提供するn

( 3）審理員による審理員意見事等の作成

ア 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結

するとともに、審理手続を終結した旨並びに審理員煮見書及び事件

記録を厚生労働省労働衛生課に提出する予定時期を審理関係者に通

忽主亙L

コよ

立i

イ



イ 審理員は（ 2）のアのケ）で得られた心証を踏まえ、かつ（ 2) 

のイのウ）で得られた鑑定結果に基づいて、審理員意見書及び事件

記録を遅滞なく作成し、厚生労働省労働衛生課へ速やかに提出する。

(4）行政不服審査会への諮問・答申

ア 厚生労働省労働衛生課は、審理員意見書を基に、行政不服審査会

に対する諮問案を作成し、諮問手続を行う。

イ 厚生労働省労働衛生諜は、行政不服審査会から答申が得られれば、

裁決の手続を行う。

( 5 ）厚生労働省労働衛生課における裁決

ア厚生労働省労働衛生課は、（4）イの答申に基づき、裁決を行う。

この場合において、厚生労働省労働衛生課が、不作為が不当である

旨を官言するときは、局に対し、健康管理手帳の交付又は不交付決

定を行うべき旨を命ずる。

イ 厚生労働省労働衛生課から審査請求人、参加入、都道府県労働局

へ裁決書を送付するとともに、審査請求人へ証拠書類等やエックス

線写真等を返還する。

( 6）局における裁決の履行

ア 局は、裁決に基づき健康管理手帳の交付又は不交付決定を行し、審

査誇求人に対し、通知する。なお、（ 2）のアのカ）のとおり、裁決

を待たず原処分の手続きを進め、その決定を行うことは差し支えな

じ♀ー

イ 不作為にかかる審査請求の手JI債の概要は別紙7のとおりである

こと。

「
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~lj紙 2

右綿健産管理手帳をお持ちの方へ

～ 石綿ばく露作業従事歴の確認方法について ～ 

石綿健康管理手帳の交付に当たっては、三帳の交付要件である 定白石綿ばく露作業従事歴の確認に

ついて、主に

ー事業王の証明書

・同僚労働者の証明書

ーその他ご本人に関する関係書類

により行っています」

方、石綿による疾患（注）を尭症し、労災請求をされた場合には、労骨基準監督署において、石綿

ばく露作業従事歴等を調査の上、労災認定基準に基づいて、業務上回接病に該当するか否かを判断して

います。

このため、石綿瞳康管理手帳を交付された方であっても 労災請求をされた場合には、石綿ぱく露作

業従事期間、石綿ばく露作業の内容、取級い材料等の詳細について、労災請求をされたご本人及び事業

主等の関係者から聴取等の調査をさせていただくとととなりますととをご承知おきくださし、。

（注）石綿による疾患ーョ石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性絢膜肥L厚

なお、健康管理手帳に関する詳細については都道府県労働局（鐘塵玄会諜又は量逮課）に、労災請求

に関する詳細については最害りの労働基準監督署に、それぞれお問し、合わせください。

｜一都道府県労働局労働基準監督署

13 

別紙2

石綿健康管理手帳をお持ちの方へ

～ 石綿ばく露作業従事歴の確認方法について ～ 

石綿健鹿管理手帳の交付に当たっては、手帳の交付要件である 定の石綿ばく露作業従事歴の確認に

ついて、主に

－事業主の証明書

・同僚労骨者の証明書

－その他ご本人に関する関係書類

により行っています。

方、石綿による疾患（注）を発症し、労災請求をされた場合には労働基準監督署において、右綿ぱ

く露作業従事歴等を調査の上、労災認定基準に基づいて、業務上の疾病に該当するか杏かを判断してい

ます。

このため、石綿瞳康管理手帳を交付された方であっても、労災請求をされた場合には、石綿ばく露作

業従事期間、石綿ぱく露作業の内容、取扱い材料等の詳細について、労災誇求をされたご本人及び事業

主等の関係者から聴取等の調査をさせていただくこととなりますことをご承知おきください。

（注）石綿による疾患・石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

なお、健康管理手帳に関する詳細については都道府県労働局（窓会盆主謀又i主主盤宣主課）に、労災請

求に関する詳細については最寄りの労働基準監督署に、それぞれお問い合わせください。

｜都道諸躍〕



＂＇＇紙 4 矧l五圧4
番 号

年月日
号
日月

番

年

coco股 coco殿

口co労働局長 000労働屑長

健康管理手帳不交付決定通知書

平成O年O月O日付けをもって本職あて申誇のあった に係る健康管理

手帳交付申請は、労動安全衛生法α召和 47年法倖第 57号）第 67条第 1項の規定に基づく労可動安全衛生

規則（昭和 47年労働省令第32号）第 53条第 1項の表に掲げる下記の業務又は要件に該当しないため
健康管理手帳を交付しないことを決定したので通知しますc

なお、この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して盟

且品自に厚生労動大臣に対して審査請求をすることができます（決定のあった白から 1年を経過した場
合を除きます。 λ

この決定に対する取消訴訟については、国を彼告として＠干訟において国を代表する者は法務大臣とな

りますロ）この決定があったことを知った臼の翌日から起算して 6ヶ月以内に提起することができます

（決定があった日から 1年を経過した場合を除きます。）。ただし 決定があったことを知った自の翌日

から起算して昼♀且Jill'jに審査請求をした場合には決定の取消訴訟はその審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して 6ヶ月以内に提起しなければなりません（裁決があった日から 1年
を経過した場合を除きます巳）。

記

弘主康管問＇f＇阪不交付決定通知書

ド成0<1口JjCコIii Iけをもつて本刷あて中詰のあつた に係る健康管羽! 

F帳交fI'i',i 
三li乱l山（II／／不＂17'I＇必倒？守イ子耳＇ 2' I士）抑 5守条耳l1項の表に掲げる下記の業j努又！ま要例に該当しえ旨L、た

め 倒：凶t廿刈【T「松を交イyLないニとを決定したのでi且知しま寸 a

なお、この決辺につ、て司、山があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起草してi
之」ill出に厚ノl労働大＇＂に対して詐缶詰 Zをすることができます（扶勺Eのあった日から l年を経過した

場合を除きま寸，）む

この決ii'に対するlkiii訴訟については、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣と

なりま寸 J、この決定があったことを知った日の翌日から起草して6ヶ月以内に提起することができま

す（決定があった日から l年を終過した場合を除きます。）＝ただし、決定があったことを知った日の翌

日から起目してよι』A出（こ在住品ぷをした場合には、決定の取消訴訟は、その審査制ミにおける裁決

の送速を去げたIIの叩けから起日して6ヶ月以内に提起しなければなりません（裁決があった日から 1

句を経過した財介を除きます），

言己

間 1 y；，耐火全術ぺ法厄？？令（昭和 47，，政令第 318号）第 23条第 11号の業務（石綿等（令第

6条＇＂ '3 1；によ刻化寸る街綿等をいフョ以下ISiL二。）を製造しぷは取り扱フ業務に限るョ）

例2 令部 2S条；j;" I）の業務（石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く ） 

イタ，） J ））佃友生術つ＇J!lUl抗 5C条WP氏の表令第四条第 Il号の業務（石綿等（令第6条第四号

に！）！定寸る1，制等をいう。以下同じ， Iを製造し 又は取り倣う業務に眼る， Iの項第1
庁から前4I｝まで

凶illUiに1，糾による不整形陰影があり、えは石綿による胸膜肥り厚があることa

例 l 令第二十三条第十 号の業務（石綿等（令第六条第二十三号に規定する石綿等をし、う 以下
同じ巴）を製造し 又は取り扱う業務に限る。）

例2 令第二十三条第十一号の業務（石綿等を製造し、又は取り扱つ業務を除く。）

間 3 労働安全衛生規則第五十三条第項の表令第二十三条第十号の業務（石綿等（令第六条第

二十三号に規定する石綿等をし、う。以下同じむ）を製造し、ヱは取り扱う業務に限る。）の
項第号から第四号まで

一筒肺野に石綿による不整禿陰影があり、又は石舗による胸膜肥厚があること。

l''i 
例4 7ワ仙安全仲，，1,mw1泊 53条第l頃の表令第23条第 11号の業務（石綿等（令第6条第23号

にJj，，，£オるイl糾等をいっ。以下岡山）を製造し又は取り扱う業務に限るロ） の項第2
l};;,c,市4I）まで

子l拙等（令！（j6条！／'23号にj認定する石綿等をいう。以下同じJの製造作業、石綿

，，；；ヵ、佐川されている保温材、耐火被覆材等の張付け 補修若しくは除去の作業、石綿

勺の吹付けの作$Xi立石制等が吹き付けられた建築物 工作物等の解体、破砕等の作

主（吹きHi!bれたイ1納等の除去の作業を含む。）に I年以上従事した経験を有し、か

っ、 IJ!めてイ1制等の粉じんにばく縦した白から 10旬以上を経過していることc

四

例 4 労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務（石綿等（令第六条第

二十三号に規定する石綿等をしづ回以下同じロ）を製造し 又は取り担う業務に限る。）の
項第二号から第四号まで

二石綿等（令第六条第二十三号に規定する石綿等をしづ。以下問じ。）の製造作業、石

綿等が使用されている保温材耐火被覆材等の張付け、繍修若しくは除去の作業、石

綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の

作業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を吉む。）に一年以上従事した経験を有し、

かっ、初めて石綿等の粉じんにぱく露した日かb十年以上を経過していること。

凶

例5 ツ；働＇／，＇全術生地 IIりl前 5:l条第 l羽iの表令第 2ヨ条第 11号の荒務（石綿等を製造し 又は取

り倣う主務を除く ）の項に掲げる要件

州A市出fに{i糾による不整形陰蕗があり、 Xは石綿による胸膜肥厚があること3

例6 7；働安全術つ：！ti則!il臼条第 I＇抵の表令第 23条第8号の業務の項に掲げる要作

ド，，，川＇＂にベリリウムによるび慢性の結節主陰影があること E

四

例 5労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務（石綿等を製造し、又

は取り担う業務を除く巴）の項に掲げる要件

阿肺野に石綿による不整形陸影があり、又は石捕による絢牒肥厚があることa

冊6 労働安全衛生規則第五十三条第項の表令第二十三条第八号の業務の項に掲げる要件

両肺野にベリリウムによる乙隻性の結節性陰影があることG

14 



,11紙5 別紙5

審査請求チェックリスト

1 法令により審査請求人からの提出が義務づけられているもの

書類 ｜留意サへき壇目｜ 留意点 ｜確認

｜審査請求書 ｜審査請求人心氏（代理人による申請のときは、代理人の正名等と審査請｜

；名及び生所又は｜求人の氏名等の両方が記入されていることを確認す！
i居所 lる。 ； 
；処分を受けた者｜労働者または労勤者であった者の氏名等が記入されてi
！の氏名及び住所｜し、ることを確認する。 i 
i：立は居所 I i 

合 トー一局長行問

［酷請求趣旨一 一 一 付（処分決定にイ系 決定の取捕を求める」旨が記入しである事を確認する。

る審査請求の場 （記入例）

理事帳不安付決定を取り摘し、健康管理手帳を空付す
るよう求める。

合） ［哨成C恥口付で一晴

l髄求趣一地のな容不作
（不作為に保る 為と考えているのかが記入されている主要を確認する。

審査請求の場 （記入例）

管理手帳交付申請について、速やかに健康管理手帳空
付の処分を行うよう求める。

1処分庁の教示 ｜必ず「有」になっていることを確認する。 i 
（教示内容記入例） I 

処分があったことを知った目の翌匪から起算して3か！
月以内に厚生労骨大臣に対して審査請求をすることが1
できる。 I 
添付した資料が申請書に記載した数量があるかを確認｜

する。 l 

審査請求日欄 ｜処分後 3か月以内問イ寸けであることを確認する。 l 

健康管理手緩の交付拒否処分に係る審査請求処理の流れ

処分庁〈都道府県労働局｝

。交付取請

手続交付申請人

（審査請求人）

＠原処分

! (2)手帳交付事件への該当の有難の審査 : 

: e エックス娘写真等専が提出された場合惜！

； 専門家に審査依頼 ！ 

』ャ ー _t 戸一一ーー
：争原処分 : 

c審査請求

（仔服法第 5呆

車 1項〕

添付資料

関係資料の闇堅

議求（注〉

｛行服法第 33呆

草 2，員〉

意見間述の申立〈注）

〈行胆法第25章

第 1'買）

＠車処分に係る

審査結果の提出

(ii'!匠法第 33義

第 I項）

⑦主主決害め謄本の送付

k行服法第拍車第 4項〉

審査庁（本省〕

(D裁決書の謄本の送付

（行服法第42条第2項）

τ：；
3
1
1
z
；
1
；
3
1
3
A

司

i
t
s
t
i
J

宮

部

一

一

一

一

司

A

、J

一

一

一

押

条

一

一

一

1

7

－

一

一

一

は

て

一

一

一

？

内

〆

句

一

一

合

Z
一

一

或

悌

一

一

）

材

股

一

一

一

夜

制

中

川

一

一

つ

よ

出

～

一

一

世

相

捷

一

寸

一

E
－

、

一

23

一

歩

カ

一

z
z

－

5
等

一

。

一

2
真

一

4

第

写

一

第

一

法

線

l
t
h
t
v

法
威
一

緩

ス

頼

一

緩

骨

一

行

ク

龍

一

行

書

一

〈

ツ

査

～

（

決

一

理

エ

春

一

決

裁

一

審

・

に

一

裁

一

器

一

盛

一
2 場合によって審査請吹入力河量出する必要がある書類（例）

書類 ｜ 留意点 ｜確認

X縄フィルム ｜名前 日付枚数等の確認、本人のものであること、また、原決定の l

根拠となったものが全て添付されているか確認する。

C T写真 フィルム、光学ディスクともに、本人のものであることを確認するこ

と。

また、光学ディスクの場合には、コンピューターウイルス等の感染が

ないことが確認されたものであること。

審査請求人が代理人の時は必ず添付されていることを確認する。

行眠法：行政平，臣審査法

委任状

位） 行政不服審査法に基づくこれらの審査請求人の権利の行使については、求めがあった場合に対応

する。

15 



3 場合によって、事実関係的確認のため地方局が提出する必要があるもの（弁明書及びその様拠書類）

書類 ｜ 留意点 ｜確認 l

地方じん柿

診査医等の

確認結果

健康管理手

帳不交付決

！定通知書

｛健康管理手

｜緩交付申請
書

その他

エックス線写真やCT写真について、地方じん肺診査医等の専門的な知

識を有する医師が確認した結果がわかる書類。

（確認結果には、読影したX線写真が特定できるよう、撮影年月日が明

記され、判断理由が具体的に記載されていることが望ましいJ
原決定に係るものの写し（不作為に係る審査請求の場合は不要）

原決定に係るものの写し

その他、現決定の判断にあたり必要な重要書類

16 



凶

言訴
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間
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信
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苦言まま行

（タ；舞告発言隷J

審葱長
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様式第 10号 様式第 10号
審査請求審 審査請求書

審査請求人の氏名及び住所又は居所
氏名 住所等干

(TEL) I 審査請求人の氏名、年齢及び住所
T 

審査請求に係る処分を受1ナた者の
氏名 住所等

2 審査請求に係る処分を受けた者の

氏名及び住所又は居所
T 

氏名、年齢及び住所 T 
(TE日L)

口健康管理手娠の交付拒否 3 審査請求に係る処分をした都道府県

労働局長審査請求に係る処分 口不作為行為

口その他（
4 審査請求に係る処分のあった年月日

審査請求に係る処分をした
労働局長

都道府県労働局長 5 審査請求に係る処分のあったことを

審査請求に係る処分のあった年月日 平成 年 月 日
知った年月日

審査請求に係る処分のあったことを
6 審査請求の趣旨

知った年月日
平成 年 月 日

審査請求の趣旨

7 審査請求の理由

審査請求の理由

8 処分庁の教示の有無及び内容
有無

処分庁の教示の有無及び内容
9 その他（添付書類等）

その他（添付書類等）

平成 年 月 日

審査請求人氏名 印

平成 年 月 日 厚生労働大臣 殿

審査請求人氏名 印

厚生労働大臣 殿
備考 lの欄は、法人、その他の社団又は財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人によって審

査請求する場合には、その住所、氏名及び年齢を記載すること。

備考 1の欄は、法人、その他の社団豆は財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人によって審

査請来する場合にはその住所、氏名及び年齢を記載すること。
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様式第 11号弁明書提出通知書

審理員 0000 限

弁明書の提出について

（文書番号）

平成O年O月O日

（処分庁等） 00 00 官印

平成。年C月O日付ij' （文書番号）をもって提出要求のあった、 （審査請求人）から提起された（処

分庁）が行った00に関する処分（当該処分の士書番号がある場合は併せて記載）に対する審査請求

（事件名 事件番号がある場合はこれらを記載）に対する弁明書等を、行政不服審査法（平成田年法

律第日号）第四条第5項の規定により、下記のとおり提出いたします。

言己

l 弁明書正副C通（別添）

2添付書類 oooc l通 rn,1添 1) 

ムムムム I通（月I）添2)

なお、提出した物件について、行政不服審査法第38条第1項に基づき、審査請求人又は参加入

が罰覧等を行うことは、 coooについては差し支えないが、ムムムムについては ・・により、

認めるべきではないロただし、ムムムムのうち、口口口口に関する筒所 rn,1添3参照）を徐いた

部分については、閲監等を行うことは差し支えない。 世）

（注） この文は添付書類の閲覧等に対する意見の内容に沿って適宜変更されたいロ

（新設）
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参考様式例（様式第 11号弁明書提出通知書の添付書類の例）［手帳の交付拒否処分の場合1

1 審査請求に係る申請者及び内容

( 1）申請者氏名 00 00 
(2）申請者住所 co県co市co町co番地

( 3 I決定内容 健康管理手帳の交付拒否処分

2 審査請求の趣旨

0000（氏名）は、平成00年00月00日、労働安全衛生規則第 52条第3項の規定に基づき、

00労働局長に自らに対する健康管理手帳の交付に関する申請を行った。

この申請に対して00労働局長は、平成oc年00月00日付00号をもって、 0000（氏名）

に対する健康管理手帳の交付を、労働安全衛生規則第 53条第1項に定める健康管理手帳交付要件を

満たさなし、ため拒否したu

0000 （氏名）は、この処分に不服があるとして、 00労働局長の交付拒否処分の取り消しを求

める審査請求を厚生労働大臣に行ったもの。

3 処分の内容及び理由

決定内容健康管理手帳の交付拒否処分

胸部エックス線写真平成00年00月00日撮影（0枚）

C T写真 平成00年00月00日撮影（0枚）

0000 （氏名）の石綿作業に従事した期間が健康管理手娠の交付要件を満たさないため、平成。

O年00月00日に開催された地方じん肺診査医会の審査時に、 00労働局の担当官から、 0000
（氏名）に係る職歴等の説明を行い、胸部エックス線写真及びCT写真の審査が行われた結果、（右

肺野上部にocが見られたが、）両肺野に石綿による不整形陰影がなく、石綿による胸膜肥厚もなか

ったc

以上のことから、 0000（氏名）は、健康管理手帳の交付要件をいずれも満たさないため、健康

管理手帳の交付を拒否したものである。

［閲覧等に対する意見l
000については、開示を認める。

（新設）
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参考様式例（様式第 11号 弁明書提出通知書の添付書類の例） ［判長の交付の不作為の場合］

1 審査請求に係る申請者及び内容

( 1）申請者氏名 00 00 
( 2）申請者住所 00県00市co町00番地

( :J）不作為内容健康管理手帳の未交付

2 審査請求の趣旨

0000（氏名）は、平成00年00月00目、労働安主衛生規則第 53条第3項の規定に基づき、

00労働局長に自ら；こ対する健康管理手長の交付に関する申請を行ったロ

二の申請に対し亡。。労働局長は平成00年00月00日現在、健康管理手帳の交付に関する決

定を行っていない

0000 （氏名）！之 この対応が不作為に当たるとして、審査請求を厚生労働大臣に行ったもの。

3 不作為の内容及び理由

処分をしていない理由 地方じん肺診査医によるエックス糠写真等による審査において、

確認すべき事項があったため、まだ健康管理手帳の交付の可否を

決定できていないため。

予定される処分の時期 標準処理期間どおりにいけばO月ム日ぐらいであるが、本件の場

告は口日程度遅れる見込み。

予定される処分の内容及び理由 標準エックス線フィノレムと胸部エックス線写真とを比較読影し、

さらにCT写真を読影したところ、右肺野上部に00が見られた。

本病変について、慎重な検討が必要であり、現時報では交付できる

かどうかは不明である。

［閲覧等に対する意見］

000については、開示を認める。

（新設）
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